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第１章 研究会再開の経緯 

 
 

今日の接続制度は、平成８年１２月の電気通信審議会（当時）答申1を踏まえ、電気

通信事業者間の相互接続に関し、円滑な接続を実現し、利用者利便の確保及び競

争の促進を図ることを目的として、平成９年の電気通信事業法（昭和５９年法律第８６

号）の改正により創設されたものである。 

 

現行接続制度では、電気通信事業法により、おおむね都道府県内における加入者

回線総数の２分の１を超える規模の固定伝送路設備及びこれと一体として設置され

る電気通信設備を「第一種指定電気通信設備」として指定することが規定され、当該

設備を設置する事業者（現状では、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話

株式会社（以下「ＮＴＴ東日本・西日本」という。）が該当する。）に対しては、当該設備

との接続に関する会計の整理や接続約款の作成等の義務が課されている。これは、

第一種指定電気通信設備との接続が他事業者の事業展開上不可欠であり、また、

利用者の利便性を確保する観点からも、当該設備の適切な利用の確保が不可欠で

あるとの理由によるものである。 

 

第一種指定電気通信設備に係る接続料は、平成１０年度以降、第一種指定電気

通信設備接続会計規則（平成９年郵政省令第９１号）の規定に基づいて整理された

第一種指定電気通信設備の管理運営において実際に要した費用に基づく原価により

算定する方式（実際費用方式）が適用されていた。その後、平成１２年５月に成立した

電気通信事業法の一部を改正する法律（平成１２年法律第７９号）により、長期増分

費用方式が導入され、平成１２年度以降、第一種指定電気通信設備のうち加入者交

換機を利用する加入者交換機能等2の接続料は、長期増分費用方式により算定する

こととされた3。【資料１】 

 

長期増分費用モデル（以下「ＬＲＩＣ4モデル」という。）は、接続料原価を、ネットワー

クを現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術で新たに構築した場合

のコストに基づいて算定するための技術モデルである。 

                                                  
1 電気通信審議会答申「接続の基本的ルールの在り方について」（平成８年１２月１９日） 
2 第一種指定電気通信設備接続料規則（平成１２年郵政省令第６４号）第５条に規定されている機

能。 
3 電気通信事業法第３３条第５条の規定による。 
4 ＬＲＩＣ：Long-Run Incremental Costs の略。 
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１．１ ＬＲＩＣモデルの策定の経緯 

 

  ＬＲＩＣモデルは、平成１１年９月に第一次モデルが策定されて以降、これまで、累

次の見直しが行われ、直近では、平成２７年１月に、第七次モデルが策定されている。

【資料２】 

（１） 第一次モデル 

我が国におけるＬＲＩＣモデルの構築に関する取組は、接続料算定方式の制度改正

に先立ち、平成８年１２月の電気通信審議会答申「接続の基本的ルールの在り方に

ついて」において、長期増分費用方式に関する検討を行う必要性が提言されたことに

端を発する。 

 

同答申を受け、郵政省（当時）は、モデル構築を目的として、平成９年３月、「長期

増分費用モデル研究会」を設置した。同研究会は、米国モデルを参考としつつも、日

本の法令制度及び地理的条件等を加味した日本独自のＬＲＩＣモデル（第一次モデル）

を、平成１１年９月に策定した。 

 

この第一次モデルの評価及び同モデルを用いた接続料算定の在り方について郵

政大臣（当時）から諮問を受けた電気通信審議会は、「接続料算定の在り方について」

（平成１２年２月９日）と題する答申（以下「平成１２年答申」という。）を取りまとめた。

平成１２年答申では、同モデルを、平成１２年度の接続料算定から用いることが適当

とされた。 

 

平成１２年答申及び平成１２年５月の「電気通信事業法の一部を改正する法律」

（平成１２年法律第７９号）の公布を受け、郵政省（当時）は、所要の法令整備として、

平成１２年１１月に接続料規則（平成１２年郵政省令第６４号）（現在の第一種指定電

気通信設備接続料規則5）を制定した。この結果、同モデルは、平成１２年度以降の接

続料算定に用いられることとなった。 

（２） 第二次モデル 

平成１２年答申では、第一次モデルの検討課題についても指摘がなされ、モデル

の見直しに速やかに着手すべきであるとされた。 

                                                  
5 省令改正（平成２８年５月２１日施行）により、題名改正。 
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郵政省（当時）は、平成１２年答申における指摘事項等を検討するため、平成１２年

９月、「長期増分費用モデル研究会」（以下「本研究会」という。）を再設置した。本研

究会は、平成１２年９月に検討を開始し、平成１４年１１月に報告書を取りまとめた。 

 

このモデルの見直しにおいては、より適切に接続料原価を算定できるよう、電気通

信審議会をはじめ各界から指摘された見直し事項に加え、広く一般への公募により

提案された見直し検討事項を基に、第一次モデルを全面的に見直すこととし、また、

ユニバーサルサービス制度に係る補填対象額を具体的に算定できるようにすること

を目的として、第二次モデルとして改修を行った。 

 

この第二次モデルの評価とモデル見直しを踏まえた接続料算定の在り方について

総務大臣から諮問を受けた情報通信審議会は、「長期増分費用モデルの見直しを踏

まえた接続料算定の在り方について」（平成１４年９月１３日）と題する答申（以下「平

成１４年答申」という。）を取りまとめた。平成１４年答申では、同モデルを、平成１５年

度から平成１６年度までの２年間、接続料算定に用いることが適当とされた。 

 

これを受け、総務省では、平成１５年４月に接続料規則について所要の改正を行っ

た。この結果、同モデルは平成１５年度から平成１６年度までの接続料算定に用いら

れることとなった。 

（３） 第三次モデル 

平成１４年答申では、「現在ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本においては既存ネットワー

クの新規投資を抑制している状況にあり、安定的な設備更新を前提とするモデルの

前提条件と現実が必ずしも一致しなくなることが予想される」、「トラヒック等の入力値

の扱いにもよるが、平成１６年度接続料は、実際費用による算定値がモデルによる算

定値を下回る可能性がある」との指摘がなされていた。その後、トラヒックの減少が著

しい等の状況が明確になったため、平成１５年度及び平成１６年度の接続料算定に

係る接続料規則改正について総務大臣から諮問を受けた情報通信審議会は、平成

１５年３月２８日付け答申において、「平成１７年度以降の接続料の算定方式について

は、トラヒックの減少及び新規投資の抑制等の大きな環境変化を前提とした方法を検

討すること」等を総務省に対して要請した。この要請を受け、平成１７年度以降の接続

料の算定に適用可能なモデルを構築するため、本研究会は、平成１５年９月に検討

を再開し、平成１６年４月に報告書を取りまとめた。 

 

このモデルの見直しにおいては、データ系サービスとの設備共用を反映するロジッ
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クの追加や新規投資抑制を考慮した経済的耐用年数の見直し等を行い、第三次モ

デルとして改修を行った。また、このモデルを基に、平成１７年１０月にはユニバーサ

ルサービス制度に係る補填対象額の算定ロジックを追加する改修を行った。 

 

この第三次モデルの評価とモデル見直しを踏まえた接続料算定の在り方について

総務大臣から諮問を受けた情報通信審議会は、「平成１７年度以降の接続料算定の

在り方について」（平成１６年１０月１９日）と題する答申（以下「平成１６年答申」とい

う。）を取りまとめた。平成１６年答申では、同モデルを、平成１７年度から平成１９年

度までの３年間、接続料原価の算定に用いることのほか、接続料原価に含まれてい

るＮＴＳ（Non Traffic Sensitive）コスト6を、平成１７年度以降、毎年度２０％ずつ段階的

に、接続料原価から基本料の費用に付け替えることが適当とされた。【資料３】 

 

これを受け、総務省では、平成１７年２月に接続料規則について所要の改正を行っ

た。この結果、同モデルは平成１７年度から平成１９年度までの接続料算定に用いら

れることとなった。 

（４） 第四次モデル 

平成１８年７月の閣議決定「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」

（いわゆる「骨太方針２００６」）を踏まえ、総務省は、通信・放送分野の改革を進める

ための具体的な工程表として、同年９月１日に「通信・放送分野の改革に関する工程

プログラム」を公表した。また、これらを受け、総務省が同年９月１９日に公表した「新

競争促進プログラム２０１０」では、「固定電話の接続料に係る今後の算定方法につい

ては、長期増分費用モデル研究会における検討結果を踏まえ、情報通信審議会の

審議を経て、平成１９年中に結論を得る」こととされた。これを踏まえ、平成２０年度以

降の接続料の算定に適用可能なモデルを構築するため、本研究会は、平成１８年１０

月に検討を再開し、平成１９年４月に報告書を取りまとめた。 

 

このモデルの見直しにおいては、新規投資抑制を考慮した経済的耐用年数の見直

し、経済的耐用年数の適正化、交換機設備の維持延命に伴うコストの反映等を行い、

第四次モデルとして改修を行った。 

 

この第四次モデルの評価とモデル見直しを踏まえた接続料算定の在り方について

総務大臣から諮問を受けた情報通信審議会は、「平成２０年度以降の接続料算定の

在り方について」（平成１９年９月２０日）と題する答申（以下「平成１９年答申」という。）

                                                  
6 通信量に依存しない固定的な費用。回線数によって増減する費用であり、一般に加入者回線に

依存する費用を指す。 
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を取りまとめた。平成１９年答申では、同モデルを、平成２０年度から平成２２年度ま

での３年間、接続料原価の算定に用いることのほか、ユニバーサルサービス制度に

係る補填対象額の算定方法の変更に併せて、ＮＴＳコストのうちき線点ＲＴ－ＧＣ間伝

送路コスト（き線点遠隔収容装置（ＦＲＴ7）と加入者交換機（ＧＣ8）間の伝送路コストの

うち、遠隔収容装置設置局と加入者交換機設置局間のもの）を、平成２０年度以降、

毎年度２０％ずつ段階的に接続料原価に付け替えることが適当とされた。【資料３】 

 

これを受け、総務省では、平成２０年２月に接続料規則について所要の改正を行っ

た。この結果、同モデルは平成２０年度から平成２２年度までの接続料算定に用いら

れることとなった。 

（５） 第五次モデル 

平成１９年答申では、接続料原価の算定への第四次モデルの適用は、平成２０年

度から平成２２年度までとされ、それ以降の接続料算定方式については、平成２１年

度中に改めて検討を開始することとされた9。これを受け、平成２３年度以降の接続料

の算定に適用可能なモデルを構築するため、本研究会は、平成２１年６月に検討を

再開し、平成２２年３月に報告書を取りまとめた。 

 

このモデルの見直しにおいては、最新の実態への即応性や精密化の観点から、加

入電話の回線数算定方式の変更、加入者交換機（ＧＣ）と遠隔収容装置（ＲＴ10）の設

置基準の見直し、加入者交換機（ＧＣ）－中継交換機（ＩＣ11）間伝送における分岐挿入

伝送装置（ＡＤＭ12）１０Ｇの採用、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト算定の精緻化、遠

隔収容装置（ＲＴ）の耐用年数の見直し、最新の税制改正の反映、加入者交換機（Ｇ

Ｃ）に係る施設保全費のうち固定的費用の算定方式の変更等を行い、第五次モデル

として改修を行った。 

 

この第五次モデルの評価とモデル見直しを踏まえた接続料算定の在り方について

総務大臣から諮問を受けた情報通信審議会は、「長期増分費用方式に基づく接続料

                                                  
7 ＦＲＴ：Feeder Remote Terminal の略。 
8 ＧＣ：Group unit Center の略。 
9 平成１９年答申４４ページにおいて、「現行方式を抜本的に見直す場合、十分な検討期間を設け

ることが必要であることから、新モデル適用期間後における接続料算定方式の在り方について、

（中略）平成２１年度中に総務省においてフィージビリティスタディなどを行い、その検討結果を踏

まえて改めて検討することが適当である」と記されている。 
10 ＲＴ：Remote Terminal の略。 
11 ＩＣ：Intra-zone Center の略。 
12 ＡＤＭ：Add-Drop Multiplexer の略。 
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の平成２３年度以降の算定の在り方について」（平成２２年９月２８日）と題する答申

（以下「平成２２年答申」という。）を取りまとめた。平成２２年答申では、同モデルを、

平成２３年度から平成２４年度までの２年間、接続料原価の算定に用いることが適当

とされた。 

 

これを受け、総務省では、平成２３年２月に接続料規則について所要の改正を行っ

た。この結果、同モデルは平成２３年度から平成２４年度までの接続料算定に用いら

れることとなった。 

（６） 第六次モデル 

平成２２年答申では、トラヒックの減少やＩＰ網への移行の進展といった公衆交換電

話網（ＰＳＴＮ13）を取り巻く状況を踏まえ、今後の環境変化に対応した接続料算定の

在り方について、適時適切に検討を進めていくことが適当であるとされた。これを受け、

平成２５年度以降の接続料の算定に適用可能なモデルを構築するため、本研究会は、

平成２３年７月に検討を再開し、平成２４年３月に報告書を取りまとめた。 

 

このモデルの見直しにおいては、回線数の減少に対応したネットワーク構成の見

直しの観点から局設置ＦＲＴの導入、東日本大震災を踏まえたネットワークの信頼性

の確保の観点から中継伝送路の予備ルート、可搬型発動発電機、局舎の投資コスト

への災害対策コストの追加などを行い、第六次モデルとして改修を行った。 

 

この第六次モデルの評価とモデル見直しを踏まえた接続料算定の在り方について

総務大臣から諮問を受けた情報通信審議会は、「長期増分費用方式に基づく接続料

の平成２５年度以降の算定の在り方について」（平成２４年９月２５日）と題する答申

（以下「平成２４年答申」という。）を取りまとめた。平成２４年答申では、同モデルを、

平成２５年度から平成２７年度までの３年間、接続料原価の算定に用いることのほか、

ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を考慮し、交換機等の償却済み比率の上昇を適切

に反映するための補正措置を導入することが適当とされた。 

 

これを受け、総務省では、平成２５年１月に接続料規則について所要の改正を行っ

た。この結果、同モデルは平成２５年度から平成２７年度までの接続料算定に用いら

れることとなった。 

                                                  
13 ＰＳＴＮ：Public Switched Telephone Network の略。 
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（７） 第七次モデル 

平成２４年答申では、接続料原価の算定への第六次モデルの適用は、平成２５年

度から平成２７年度までとされ、次期モデルの検討に際して、ＰＳＴＮを取り巻く今後の

環境変化を踏まえ、「スコーチド・ノードの仮定」14等の前提条件の見直し、ＩＰ－ＬＲＩＣ

モデルの検討等、ＩＰ網での移行の進展を踏まえた本格的な見直しについての検討が

必要であるとされた。このため、平成２８年度以降の接続料の算定に適用可能なモデ

ルを構築するため、本研究会は、平成２５年６月に検討を再開し、平成２７年１月に報

告書を取りまとめた。 

 

このモデルの見直しにおいては、第六次モデルを改修したモデル（以下「改良モデ

ル」という。）として、算定対象とするサービスの見直し（ハブ機能として中継交換機を

利用する通信（ＩＣトランジット呼）をコスト算定対象とするサービスに追加）、加入者交

換機（ＧＣ）と遠隔収容装置（ＲＴ）の設置基準の見直し、光ケーブルの経済的耐用年

数の見直し等を行った。【資料４、資料５】 

 

また、ＰＳＴＮではなくＩＰ網をベースとしたネットワーク・機器構成等をモデル化し、Ｐ

ＳＴＮに係る接続料のコスト算定に用いるモデル（以下「ＩＰモデル」という。）として、「ス

コーチド・ノードの仮定」等の前提条件については、現行のＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルの前

提条件を採用し、ネットワークについては、コア網をＰＳＴＮからＩＰ化した場合を想定し

た形で、検討を行った。 

 

この改良モデル及びＩＰモデルの評価とモデル見直しを踏まえた接続料算定の在り

方について総務大臣から諮問を受けた情報通信審議会は、「長期増分費用方式に基

づく接続料の平成２８年度以降の算定の在り方」（平成２７年９月１４日）と題する答申

（以下「平成２７年答申」という。）を取りまとめた。平成２７年答申では、ＩＰモデルにつ

いては、接続料算定に適用するモデルとしては、大きな課題が残されているとして、

改良モデル（以下「第七次モデル」という。）を平成２８年度から平成３０年度までの３

年間、接続料原価の算定に用いることが適当とされた。 

 

これを受け、総務省では、平成２８年１月に接続料規則について所要の改正を行っ

た。この結果、第七次モデルは平成２８年度から平成３０年度までの接続料算定に用

いられることとなった。 

  

                                                  
14 スコーチド・ノードの仮定とは、現在の局舎位置を前提とし、その局舎に設置される設備を現在

利用可能な最も低廉で最も効率的なものに置き換えるという想定。 

7



 

 
 

１．２ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの検討の経緯 

 

本研究会は、累次のモデル見直しとあわせて、平成１５年度（第三次モデル検討時）

以降、ネットワークのＩＰ網への移行が進展している状況などを踏まえ、ＩＰ－ＬＲＩＣモ

デル（ＰＳＴＮではなくＩＰ網をベースとしたネットワーク・機器構成等をモデル化し、ＰＳ

ＴＮに係る接続料のコスト算定に用いるモデルをいう。以下同じ。）15の検討を適宜進

めてきた。 

 

第三次モデル検討時には、ＶｏＩＰ技術を用いた音声サービスが従来型固定電話の

有力な代替手段となる可能性が指摘され、ＶｏＩＰ技術をモデルに適用することについ

て議論を行った。しかしながら、ＶｏＩＰ技術を前提にモデルを構築した場合、そのコス

トは既存事業者の固定電話網のコストとは大幅に異なったものとなる可能性があり、

モデルのネットワーク構成が既存事業者のネットワーク構成から極端に乖離するの

は望ましくなく、ＶｏＩＰ技術を導入する際は、このような点にも十分配慮していくことが

必要とされた。 

 

また、第四次モデル検討時には、フルＩＰ網のＬＲＩＣモデルを構築し、音声サービス

相当のコストを算出するとした場合、どのような課題があるかについて論点の整理を

行った。しかしながら、フルＩＰ網のモデル化に向けた課題（ＮＧＮの技術標準が策定

中であり、現時点では時期尚早）、ＩＰ網が持つ特徴に起因する課題（ＰＳＴＮと比較し

てモデルが急速に変わりやすく、安定したコスティングは困難）、ＩＰ網における音声サ

ービスのコスティングの課題（ネットワーク構成が明確でないことから、コストドライバ

の議論が困難）等があり、今後のＩＰ網に関する技術の成熟度等を総合的に勘案し、

検討を進めることが必要とされた。 

 

さらに、第六次モデル検討時には、関係事業者からＩＰ－ＬＲＩＣモデルの具体的な

提案がなされ、幅広い観点からの検討や課題の整理を行った。しかしながら、ＩＰ－Ｌ

ＲＩＣモデルの前提となる考え方やＩＰ－ＬＲＩＣモデルを構築する際のネットワーク構成

に係る技術的課題などについて、更に検討を要する事項が多く存在することから、Ｐ

ＳＴＮからＩＰ網への移行の進展状況やＩＰ網の技術的発展動向を適切に把握した上で、

適時適切に詳細な検討を行うことが必要とされた。 

                                                  
15 第七次モデル検討時、「ＩＰ－ＬＲＩＣモデル」を単に「ＩＰモデル」と呼称しているが（「長期増分費

用モデル研究会」報告書（平成２７年１月）７ページ）、平成２２年答申では、ある事業者から提案さ

れた「ＰＳＴＮとＩＰ電話の需要を全てＩＰ網で提供した場合の効率的なコストを算定するモデル」を

「ＩＰモデル」と呼称しており（平成２２年答申２２ページ）、「ＩＰモデル」という用語の混同を避ける観

点から、本報告書では「ＰＳＴＮではなくＩＰ網をベースとしたネットワーク・機器構成等をモデル化

し、ＰＳＴＮに係る接続料のコスト算定に用いるモデル」のことを、「ＩＰ－ＬＲＩＣモデル」という。 
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第七次モデル検討時には、ＰＳＴＮ接続料の算定を前提に、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの構

築を行った。モデルの前提となる考え方やネットワークの基本的な構成が現行のＰＳ

ＴＮの構成を強く意識したものとなっており、音声サービスを提供するためのＩＰ網とし

て必ずしも効率的なものとはなっておらず、今後のＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を

含めたＩＰ網の技術的発展動向や接続料算定方式の在り方に係る議論の動向によっ

ては、より効率的なモデルを構築することも期待できることから、今後、ＬＲＩＣモデル

の見直しを行う場合には、こうした動向を踏まえながら、引き続きＩＰ－ＬＲＩＣモデルの

見直しを進めていくことが必要であるとされた。また、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルを接続料算定

に適用する場合には、音声品質を確保するための具体的な方式やコスト算定方法、Ｉ

Ｐ－ＬＲＩＣモデルではコストを算定することができないアンバンドル機能の扱い等につ

いても、更に検討を進めることが必要とされた。 
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１．３ 次期ＬＲＩＣモデルの検討 

 

現行のＬＲＩＣモデル（第七次モデル）は、平成２７年答申において、平成２８年度か

ら平成３０年度までの３年間、長期増分費用方式に基づく接続料の原価の算定に適

用することが適当とされた。 

 

また、平成２７年答申では、一般に事業者のネットワークについては、今後もＩＰ化

が進展していくことも想定されるため、引き続き、接続料算定に長期増分費用方式を

適用する場合には、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの適用可能性についても、継続して検討を行っ

ていくことが適当とされた。その際、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの検討に当たっては、算定対象

とすべき設備範囲、モデル化に当たって考慮すべきサービス・機能、モデルの精緻化

の程度など、モデル構築の前提条件等について、改めて整理することが適当とされ

た。 

 

さらに、平成２７年答申では、加入電話の契約数及び通信量は大きく減少しており、

今後もこの傾向が続くことが想定される一方、ＩＰ電話や携帯電話の契約数は増加傾

向にあり、ＰＳＴＮを取り巻く環境は、大きな変化の時期にあるという認識のもと、今後

の環境変化に適切に対応した接続料算定の在り方を検討するためには、音声通信

に係る接続料制度全体の在り方について検討を行うことが適当とされ、当該検討は、

利用者利便の確保や事業者間の適切な競争環境の維持、促進等への影響にも配意

しつつ、十分な検討期間を設けて行うべきものであることから、できる限り早期に開始

すべきであることも指摘された。 

 

これらを受けて、本研究会は、平成３１年度以降の接続料算定に適用可能なＬＲＩＣ

モデル（以下「次期ＬＲＩＣモデル」という。）の検討を行うため、平成２８年１０月、研究

会を再開することとした。 
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第２章 市場環境の動向等 

 

 

２．１ 契約数、トラヒック等の推移 

（１） 音声通信サービスの契約数等の推移 

音声通信サービスの契約数等の推移について、「加入電話・ＩＳＤＮ」の契約数は、

平成９年度の６，２８５万加入をピークに、それ以降、減少傾向が継続しており、平成

２７年度の契約数は、２，５０８万加入であり、前年度比で約１０％減少している。 

 

一方、平成２５年度以降、「ＩＰ電話」の利用番号数16は、「加入電話・ＩＳＤＮ」の契約

数を上回る結果となっている。（図２－１） 

 

 
 

図２－１ 音声通信サービスの契約数等の推移 

 

 

                                                  
16 ここでのＩＰ電話の利用番号数は、０５０－ＩＰ電話と０ＡＢＪ－ＩＰ電話を合わせたもの。 
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このうち、ＮＴＴ東日本・西日本の「加入電話・ＩＳＤＮ」の契約数についても、減少傾

向が継続しており、平成２７年度の契約数は、２，２７２万契約であり、前年度比で約

７％減少している。一方、平成２７年度のひかり電話のチャネル数は、１，７３７万チャ

ネルである。（図２－２） 

 

 
 

図２－２ ＮＴＴ東日本・西日本の加入電話の契約数等の推移 

 

（２） 音声通信量の推移 

固定電話17の音声通信量（通信回数及び通信時間）は、携帯電話やインターネット

の普及に伴い、平成１２年度をピークに、発着信ともに減少傾向が継続しており、総

音声通信量に占める固定電話の割合について、平成２７年度の固定電話発の通信

回数は約２３０億回（全体の約２５％）、通信時間は約６．５億時間（全体の約１９％）、

固定電話着の通信回数は約３７０億回（全体の約４１％）、通信時間は約１１億時間

（全体の約３４％）である。（図２－３、図２－４） 

 

なお、ここ数年、携帯電話・ＰＨＳの音声通信量も減少傾向にある。これは、スマー

トフォンの著しい普及に伴うＳＮＳの利用等、コミュニケーション手段の多様化が一つ

の要因と考えられる。 

 

                                                  
17 ここでの固定電話の通信量は、発信については、加入電話、ＩＳＤＮ及び公衆電話の合計を、着

信については、加入電話とＩＳＤＮの合計を表す。 
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図２－３ 音声通信量（発信）の推移 

 

 

 

 

図２－４ 音声通信量（着信）の推移 

 

13



 

 
 

このうち、ＮＴＴ東日本・西日本の交換機を経由する通信量についても、通信回数・

通信時間ともに減少傾向が継続しており、加入者交換機（ＧＣ交換機）を経由する通

信量について、平成２７年度の通信回数は約３２０億回（対前年度比約１３％減）、通

信時間は約９．６億時間（対前年度比約１４％減）となっている。（図２－５18） 

 

 

 

図２－５ ＮＴＴ東日本・西日本の交換機を経由する通信量の推移 

 

  

                                                  
18 ＩＣ経由トラヒックについては、平成２６年度まではＧＣを経由するもののみを計上しており、平成２

７年度はそれに加えてＧＣを経由しないものも計上している。また、図２－５中、ＧＣ経由又はＩＣ経

由は、ＧＣ交換機又はＩＣ交換機を経由する通信回数及び通信時間を、ＮＧＮ（ＩＧＳ）は、ひかり電

話に発着信する通信回数及び通信時間を計上しているため、例えば、ＮＴＴ東日本・西日本のＰ

ＳＴＮとひかり電話との間を発着信するトラヒックは、ＩＣ経由（ＧＣを経由するもの）とＮＧＮ（ＩＧＳ）の

いずれにも計上されている。 
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２．２ 接続料等の推移 

 

ＰＳＴＮに係る接続料（ＧＣ接続、ＩＣ接続等）19は、平成１２年度より長期増分費用方

式により算定している。 

 

前節のとおり、音声トラヒックの減少を背景に、平成２４年度以降、上昇傾向が継続

しており、平成２９年度はＧＣ接続が６．３８円／３分、ＩＣ接続が７．６８円／３分となっ

ている。（図２－６） 

 

 

図２－６ 接続料の推移 

 

なお、接続料原価は減少傾向にあり、平成２９年度の接続料原価は、１，２４２億円

であり、前年度比約７％減となっている。【資料６】 

 

近年は、接続料原価の減少傾向よりもトラヒックの減少傾向が大きいことが、接続

料の上昇につながっている20。  

                                                  
19 ＧＣ接続料は、加入者交換機能に係る接続料、ＩＣ接続料は、加入者交換機能、加入者交換機

回線対応部共用機能、中継伝送共用機能、中継交換機回線対応部共用機能、中継交換機能に

係る接続料の合計からなる。【資料７】 
20 例えば、平成２９年度のＧＣ接続料の上昇（平成２８年度：６．０５円／３分→平成２９年度：６．３８

円／３分、増加額０．３３円、増加率５．５％）は、接続料原価が前年度比で７．２％減となったもの

の、トラヒック（時間）が前年度比で１１．９％減となった。（情報通信行政・郵政行政審議会 電気

通信事業部会（第７７回）（平成２９年２月７日）資料７７－１「東日本電信電話株式会社及び西日

本電信電話株式会社の接続約款の変更の認可申請の概要（平成２９年度の接続料の新設及び

改定等）」２９ページ） 
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２．３ ネットワークのＩＰ化の動向 

 

基本的には、国内外の主な事業者により、ネットワークのＩＰ化に向けた取組は進

んでいくものと考えられる。【資料８】 

 

 ＰＳＴＮからＩＰ網への円滑な移行の在り方 

 

平成２７年１１月、日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ」という。）は、「『固定電話』

の今後について」という同社の構想を発表した。 

 

ＮＴＴの構想は、電話サービスのために用いられているＰＳＴＮの設備（中継交換

機・信号交換機）が、２０２５年頃に維持限界を迎える中で、今後、ＰＳＴＮを順次ＩＰ網

へ移行しようとするものである21。具体的には、移行後も、メタル回線はアクセス回線

として維持し、加入者交換機は、メタル回線を収容する装置として引き続き利用する

こととしている。（図２－７） 

 

 

図２－７ 固定電話網の移行に関する概要22 

 

                                                  
21 この構想は、平成２２年１１月にＮＴＴ東日本・西日本が発表した「ＰＳＴＮマイグレーションについ

て～概括的展望～」を更新したものである。 
22 情報通信審議会電気通信事業政策部会（第３５回）（平成２８年２月２５日）資料３５－１－２（１ペ

ージ） 
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ＮＴＴの構想を受け、平成２８年２月に「固定電話網の円滑な移行の在り方」につい

て総務大臣から諮問を受けた情報通信審議会では、同審議会電気通信事業政策部

会電話網移行円滑化委員会において、ＰＳＴＮからＩＰ網への円滑な移行の在り方に

ついて、検討を行ってきた。平成２９年３月２８日には、一次答申「固定電話網の円滑

な移行の在り方」（以下「平成２９年一次答申」という。）を取りまとめた。 

 

平成２９年一次答申では、ＩＰ網への移行等に伴う課題として、「利用者数の減少に

応じて接続料が上昇し、ひいては通話料が上昇するおそれもあることから、適正な競

争環境整備を図る観点から、ＰＳＴＮに係る接続料やメタルＩＰ電話の接続料など、ＰＳ

ＴＮからＩＰ網への移行の段階を踏まえた接続制度の在り方が課題」と指摘された。 

 

その上で、ＩＰ網への移行の段階を踏まえた接続制度に関する検討について、「ＰＳ

ＴＮからＩＰ網への移行期間中におけるメタルＩＰ電話の接続料の算定方法、ＩＰ網への

移行後の光ＩＰ電話とメタルＩＰ電話の接続料の算定方法等のＩＰ－ＩＰ接続の接続料算

定の在り方について総務省において検討することが必要」とし、「その際、移行期間中

におけるＰＳＴＮに係る接続料算定の在り方についても、検討することが必要である。

その検討に当たっては、音声通信に係る接続料算定の対象とすべき設備の範囲等

について整理するとともに、接続料算定にＬＲＩＣモデルを適用する場合には、引き続

き、接続料原価における非効率性の排除を図り、接続料算定の対象とするサービス

や機能の範囲についても整理することが必要」との考え方が示された。 

 

ＬＲＩＣモデルの検討においては、こうしたＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展の動向

やＩＰ網に関する技術動向を適切に踏まえ、検討を行うことが適当である。 
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 諸外国におけるＩＰ－ＬＲＩＣモデルの動向 

（１） 諸外国の固定電話網における接続料算定方式 

諸外国において適用されているＩＰ－ＬＲＩＣモデルについても、参考とすることが適

当である。 

 

諸外国では、固定電話網の接続料算定に長期増分費用方式を採用している国が

多い。日本では、接続料の算定方式としてＩＰ－ＬＲＩＣモデルを採用していないが、特

に、欧州では、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルを採用している。（表２－１） 

 

表２－１ 諸外国における接続料算定方式 

国 米国 英国 フランス ドイツ 韓国 日本 

ＰＳＴＮ 

接続料の 

算定方式 

ビル＆キー

プ方式へ 

移行予定 

ＬＲＩＣ方式に

よる 

上限規制 

ＬＲＩＣ方式に

よる 

上限規制 

ＬＲＩＣ方式に

よる 

認可制 

ＬＲＩＣ方式に

よる 

認可制 

ＬＲＩＣ方式に

よる 

認可制 

料金規制の

適用対象 

事業者 

全事業者 

ＢＴ 

（他事業者 

にも同額を 

義務付け） 

全事業者 

ＤＴ 

（他事業者 

にも同額を 

義務付け） 

ＫＴ 
ＮＴＴ東日本・

西日本 

ＩＰ－ＬＲＩＣ 

採用状況 
－ ○ ○ ○ × × 

ＬＲＩＣ方式の

詳細 
－ 

ｐｕｒｅＬＲＩＣ

方式 

ｐｕｒｅＬＲＩＣ

方式 

平均費用 

方式 

平均費用 

方式 

平均費用 

方式 

（平成２９年３月末時点） 
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（２） 英国におけるＩＰ－ＬＲＩＣモデルの構成 

例えば、英国では、ＰＳＴＮに係る接続料のコスト算定にＩＰ－ＬＲＩＣモデルを採用し、

標準的で一般的なサービスを実現する点に、モデルの重点を置いている。具体的に

は、ＩＰ技術を利用したＮＧＮで卸売サービスを提供する場合の将来見込みコストをボ

トムアップＬＲＩＣモデルにより算定し、ＰＳＴＮに係る接続料に上限規制を設けている23。 

 

英国のＩＰ－ＬＲＩＣモデルと日本の第七次モデル検討時のＩＰ－ＬＲＩＣモデルは、ネ

ットワーク構成において、いくつかの点で違いがある。（表２－２） 

 

いずれのモデルも加入者回線はメタル回線を想定し、基本的に、音声サービスは

収容局でＩＰ化されるが、加入者回線の収容装置は、英国ではＭＳＡＮ24であるのに対

し、日本では音声収容装置又はＩＳＤＮ収容交換機であるという違いがある。 

 

また、中継伝送の接続形態は、いずれのモデルもリングによる接続であるが、その

装置・技術は、英国ではＤＷＤＭ25であるのに対し、日本ではＰＴＮ26であるという違い

がある。ルータの配置や音声とデータの共用（共用対象サービスや共用設備）にも、

違いがある。 

 

さらに、英国のＩＰ－ＬＲＩＣモデルは、ＩＣ接続を全国２０ヵ所で提供し、ＧＣ接続は提

供しないこととされているのに対し、日本のＩＰ－ＬＲＩＣモデルは、ＩＣ接続を全国約１０

０ヵ所で提供し、ＧＣ接続をＧＣ相当局で提供することを想定している。 

 

ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直しに当たっては、国ごとの接続料に関する制度の違いを

勘案しつつも、諸外国において適用されているＩＰ－ＬＲＩＣモデルの構成を踏まえた検

討を行うことが適当である。  

                                                  
23 英国においては、実態としてＢＴのＰＳＴＮのＮＧＮへの移行は進んでおらず、ＰＳＴＮ音声をＮＧ

Ｎに移行することについては計画・時限等も公表されていないが、次の２点を主な理由として、

「市場に対する適切な価格シグナル（Build or Buy：自前で投資するか他社から借りるかの判断材

料）を送るためには、ＮＧＮのコストで料金設定を行うべきである」との考えを採用した。 

① ＢＴ以外の大手通信事業者の多くが、各社ごとに独自のＮＧＮを構築済みである。 

② ＰＳＴＮ設備の新規調達が困難である（調達できる市場が存在しない。）。 
24 ＭＳＡＮ（Multiple Service Access Node）は、加入者回線をコア網に接続し、電話・ＩＳＤＮ・ブロ

ードバンドを単一プラットフォームで提供するために、典型的には電話局（路上キャビネットの場

合もある）に設置される装置であり、メタル回線（アナログ・ＩＳＤＮ・ＤＳＬ）を収容し、ＩＰに変換する

機能を有する。 
25 ＤＷＤＭ：Dense Wavelength Division Multiplexing の略。伝送装置。 
26 ＰＴＮ：Packet Transfer Node の略。伝送装置。 
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表２－２ 英国のＩＰ－ＬＲＩＣモデルと日本のＩＰ－ＬＲＩＣモデルの違い 

項目 英国 日本（第七次モデル検討時） 

加 入 者 回 線

の想定 

メタル回線（路上ＭＳＡＮで光化される

場合あり） 

メタル回線（路上のＦＲＴ等で光化され

る場合あり） 

加入側のＩＰ化

位置 

収容局（路上の場合あり） 収容局 

加 入 者 回 線

の収容装置 

ＭＳＡＮ（路上又は加入者局） 音声収容装置、ＩＳＤＮ収容交換機27 

中 継 伝 送 の

接続形態 

４階層（ＢＡ/ＳＡ/ＡＮ/ＣＮ）28のノード

間を原則としてリングで接続（遠隔地

のみ、例外的に Point-to-Point 接続） 

３階層（収容局/ＧＣ相当局/コア局）

のノード間を原則としてリングで接続 

中 継 伝 送 の

装置・技術 

ＤＷＤＭ（装置としてはＯＴＮ29多重化

装置） 

ＰＴＮ 

ルータの設置

位置 

ＢＡ（全国４，０００ヵ所）、ＳＡ（１，１００

ヵ所）まではＬ２ＳＷを配置。ＡＮ（１０６

ヵ所）とＣＮ（２０ヵ所）にルータを配置 

収容局（約７，０００局）、コア局（約１０

０局）にルータを配置 

音声とデータ

の共用 

共用対象サービスはブロードバンド

（技術・サービスは指定せず、帯域の

み設定）。共用設備は、伝送装置、伝

送路等（コアルータは、音声とブロー

ドバンドで別） 

共用対象サービスはＤＳＬ、専用線

等。共用設備は、伝送装置、伝送路。 

接 続 箇 所 （ Ｐ

ＯＩの位置） 

ＩＣ接続を全国２０ヵ所（コアノードの設

置局と一致）で提供し、ＧＣ接続は提

供しない（ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのＩＣ接続

料をＰＳＴＮのＧＣ接続料に適用） 

ＩＣ接続を全国約１００ヵ所（コア局の

設置位置と一致）で提供し、ＧＣ接続

をＧＣ相当局で提供。 

 

  

                                                  
27 音声収容装置とＩＳＤＮ収容交換機は、メタル回線を収容（アナログとＩＳＤＮをそれぞれ別の装

置で収容）し、ＩＰに変換する機能を有する。 
28 ＢＡ（Basic Access Node）、ＳＡ（Super Access Node）、ＡＮ（Aggregation Node）、ＣＮ（Core Node）

は、それぞれノード装置の名称。 
29 ＯＴＮ：Optical Transport Network の略。 
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第３章 研究会における検討事項等 

 

 

第１章で述べた研究会再開の経緯や第２章で述べた市場環境の変化等を踏まえ、

次期ＬＲＩＣモデル30の検討においては、現行のＰＳＴＮに係る接続料算定に用いられ

ているＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデル31（すなわち、第七次モデル）の見直しと、第七次モデル

検討時に構築されたＩＰ－ＬＲＩＣモデル32の見直しを行うこととし、本研究会における次

期ＬＲＩＣモデルの検討事項等は、次のとおりとした。 

（１） 検討事項 

本研究会は、次の事項について、検討を行うこととする。 

 

１） ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルの見直し 

２） ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直し 

 

これは、引き続き、非効率性の排除等の観点から、ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルの見直し

の検討と、より効率的なネットワークを構築することも期待できるＩＰ－ＬＲＩＣモデルの

見直しの検討を行うものである。 

  

                                                  
30 １．３節で定義したように、次期ＬＲＩＣモデルとは、平成３１年度以降の接続料算定に適用可能な

ＬＲＩＣモデルをいう。 
31 ＰＳＴＮをベースとしたネットワーク・機器構成等をモデル化し、ＰＳＴＮに係る接続料のコスト算定

に用いるモデルをいう。 
32 １．２節で定義したように、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルとは、ＩＰ網をベースとしたネットワーク・機器構成等

をモデル化し、ＰＳＴＮに係る接続料のコスト算定に用いるモデルをいう。 

21



 

 
 

（２） 検討体制 

本研究会は、ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルの見直しとＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直しについて、

詳細な検討を行うため、平成２８年１０月、本研究会の下に「モデル検討ワーキンググ

ループ」（以下「ＷＧ」という。）を設置した。また、ＷＧは、ＬＲＩＣモデルの見直しに係る

事業者等による詳細な検討を加速するため、平成２８年１２月、ＷＧの下に「サブワー

キンググループ」（以下「サブＷＧ」という。）を設置した33。 

 

本研究会は、平成２８年１０月から平成２９年７月まで、計４回の会合を開催し、Ｗ

Ｇは、平成２８年１１月から平成２９年４月まで、計６回の会合を開催し、サブＷＧは、

平成２８年１２月から平成２９年３月まで、計４回の会合を開催した34。（図３－１） 

 

 

 

図３－１ 研究会の開催状況等 

 

  

                                                  
33 本検討における研究会、ＷＧ及びサブＷＧの構成員は、参考資料１、参考資料２及び参考資料

３のとおり。 
34 研究会、ＷＧ及びサブＷＧの検討状況は、参考資料４、参考資料５及び参考資料６のとおり。 
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（３） 検討項目 

検討に当たって、平成２８年１０月１８日から同年１１月２日までの２週間、ＷＧの構

成員である各事業者に対して、ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルの見直しとＩＰ－ＬＲＩＣモデルの

見直しに係る提案募集を行った結果、ＫＤＤＩ株式会社（以下「ＫＤＤＩ」という。）から４

件、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」という。）から５件、ＮＴＴ東日本・西日本

から２件の提案があった35。（表３－１～表３－３） 

 

表３－１ ＫＤＤＩからの提案内容 

提案内容 
ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣ

モデルの見直し 

ＩＰ－ＬＲＩＣ 

モデルの見直し 

（１） 
第六次モデルで導入された償却済み設備の補

正対象追加 
○  

（２） データ系サービスとの設備共用の追加 ○  

（３） 駐車スペースコストの配賦方法の見直し ○ ○ 

（４） ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直し  ○ 

 

表３－２ ソフトバンクからの提案内容 

提案内容 
ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣ

モデルの見直し 

ＩＰ－ＬＲＩＣ 

モデルの見直し 

（１） 電力設備等の耐用年数の見直し ○ ○ 

（２） ＲＴ－ＢＯＸ用の電源装置の見直し ○ ○ 

（３） ＵＰＳの規定出力容量の追加 ○ ○ 

（４） 
音声収容装置・ＩＳＤＮ収容交換機の耐用年数の

見直し 
 ○ 

（５） Ｌ２ＳＷの設置数の見直し  ○ 

 

表３－３ ＮＴＴ東日本・西日本からの提案内容 

提案内容 
ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣ

モデルの見直し 

ＩＰ－ＬＲＩＣ 

モデルの見直し 

（１） 
遠隔収容装置設置局における蓄電池の保持時

間長延化 
○ ○ 

（２） 
モデル需要（回線数・通信量）の予測対象期間

の見直し 
○ ○ 

 

                                                  
35 各社の提案資料は、参考資料７のとおり。 
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各事業者からの提案内容をもとに、本研究会で検討する論点の整理を行い、第２

章に示したように、（１）「ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展の動向」、（２）「ＩＰ網に関す

る技術動向」、（３）「諸外国におけるＩＰ－ＬＲＩＣモデルの構成」を適切に踏まえ、論点

ごとに検討を行った36。（表３－４） 

 

表３－４ ＬＲＩＣモデルの見直しに関する論点整理 

検討項目 関連する 

提案内容37 

本報告書の 

該当箇所 

論点１：ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのデータ系サービスとの設備共用 

 論点１－１ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのネットワーク構成 KDDI 

（４） 

５．１節 

 論点１－２ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの音声品質確保 ５．２節 

 論点１－３ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの安全・信頼性の

確保 

ソフトバンク 

（５） 

５．３節 

論点２：ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのコスト算定対象とするサービスや機能の範囲 ５．５節 

論点３：その他ＬＲＩＣモデルの見直しに係る検討 

 論点３－１ ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルのデータ系サ

ービスとの設備共用 

KDDI 

（２） 

４．１節 

 論点３－２ 経済的耐用年数や減価償却費の算定方法 

 ・電力設備等の耐用年数の見直し ソフトバンク 

（１） 

４．２節 

 ・音声収容装置・ＩＳＤＮ収容交換機の耐用年数の

見直し 

ソフトバンク 

（４） 

５．４節 

 論点３－３ その他技術的事項や課題の整理 

 ・駐車スペースのコスト配賦方法の見直し KDDI 

（３） 

４．３．１項 

 ・局舎に設置する電力設備の仕様の追加 ソフトバンク 

（２）（３） 

４．３．２項 

 ・ＲＴ局の蓄電池保持時間の長延化 ＮＴＴ東日本・ 

西日本（１） 

４．３．３項 

 

  

                                                  
36 「第六次モデルで導入された償却済み設備の補正対象追加」は、第２回ＷＧの議論を受けて、

ＫＤＤＩから提案の取下げがあった。また、「モデル需要（回線数・通信量）の予測対象期間の見直

し」は、プライシング（接続料算定方法）の議論に関わるものであり、コスティングの観点からモデ

ル検討を行う本研究会では扱わないこととなった。 
37 括弧内の数字は、表３－１～表３－３の提案内容の番号を指す。 
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（４） モデル検討における基本的事項についての考え方 

検討に当たっては、引き続き、長期増分費用モデル研究会の第一次モデル検討時

に整理され、第二次モデル検討時に一部修正された以下に示す全８項目の「基本的

事項についての考え方」を踏襲することとした38。（表３－５） 

 

表３－５ 基本的事項についての考え方 

１ 設備・技術に

関する想定 

諸外国におけるモデルの考え方を踏まえ、モデルで提示されるネット

ワークは、現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備や技術を

採用するものとする。これら設備・技術は実際の指定電気通信設備に使

用されているものに限定せず、信頼性のあるコスト把握が可能な範囲

で、少なくとも内外有力事業者で現に採用されている例が稀ではない設

備・技術を検討対象とする。 

２ 客観的データ

の活用 

基本的には国勢調査、事業所・企業統計調査等の公的・客観的なデ

ータを可能な限り採用する。また、事業者等の実績データに基づく検討

が必要な場合においても、特定の事業者やメーカのデータのみに立脚す

ることを可能な限り避け、複数のデータを総合的に勘案する。 

一方、投資額に関するモデルの入力値については、信頼性のある入

手可能な直近の再調達価額データを基に決定する。 

３ 関係法令との

整合 

モデルは、技術関係法令や接続関係法令等、我が国の規制・政策と

整合性のとれたものとする。 

例えば、モデルで想定するネットワーク構成は、事業用電気通信設備

規則（昭和６０年郵政省令第３０号）の伝送路や予備機器の設置等に関

する規定を踏まえたものとする。 

４ 外国モデルと

の整合性・独自

性 

 諸外国におけるモデルとの整合性を可能な限り考慮する一方、地理的

条件等における我が国の独自性も適切に考慮する。 

例えば、前述の利用可能な設備・技術等の基本概念、モデルの基本

的な構成等は、諸外国におけるモデルの考え方とも可能な限り整合性

のとれたものとする。 

その一方で、地形、需要分布、災害対策の必要性等、我が国の独自

性を考慮することとする。 

５ 算定条件の中

立性 

モデルは、仮想的な事業者が現時点で利用可能な最も低廉で最も効

率的な設備と技術でネットワークを新たに構築した場合の費用を算定す

るものであり、モデルで想定するネットワークは、特定の事業者の設備構

                                                  
38 第５６回研究会（平成２８年１０月１８日）において、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直しの検討に当たって

は、現に採用されている設備は生産されておらず、これから使われる設備については採用例がな

いといった状況が想定されることから、「１ 設備・技術に関する想定」の「少なくとも内外有力事業

者で現に採用されている例が稀ではない設備・技術を検討対象とする」という考え方は、柔軟に

考えることとすることが了承された。 
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成を前提とせず、合理的、一般的な仕様の機器を効率的に組み合わせ

たものとする。同様に、モデルで算定される保守コスト、共通コスト等に

ついても、特定の事業者の実態にとらわれずに、上記のネットワークを

管理運営するために一般的に必要な水準を念頭に置くものとする。 

なお、設備の価格低下や技術進歩は時間の経過に伴って生じるもの

であり、価格低下が起こる以前の特定の事業者の経営・投資判断の適・

不適を評価することは本モデルの目的とするところではない。同様に、ＩＰ

化等の進展を踏まえた事業者のネットワーク高度化や我が国の将来的

な通信網高度化ビジョンの策定等の評価についても本モデルの目的と

するところではない。 

６ プライシングか

らの中立性 

本研究会は、今後の長期増分費用方式に基づく接続料の算定方式の

在り方等の検討に資するため、技術モデルの構築とこれを用いた費用

算定を調査研究事項とするものであり、モデル入力値の適用領域や導

入スピードといった事項は検討対象外とする。 

モデル策定に当たっては、原則として、個別のアンバンドル要素単位

コストや地域単位コストを具体的に算定する、いわゆるコスティング（費

用把握方法）を専ら目的とし、算定されたコストから実際の接続料をどの

ように算定すべきであるかという、いわゆるプライシング（接続料算定方

法）の議論からの中立性を保つこととする。 

７ 透明性・公開

性の確保 

透明性の確保の観点から、モデルにおける技術的な想定や具体的な

算定方式等の導出根拠は、事業者の経営上の機密に十分配慮した上

で、可能な限り客観的かつ明確に示し得るものとする。 

また、検討の過程において、作業の全体スケジュールに支障を生じな

いよう配慮しつつ、透明性・公開性の確保に努めるものとする。 

８ 国が進めてい

る政策との整合

性への留意 

電線類地中化や加入者回線の光ファイバ化の推進等については、国

の方針として推進している政策であることから、現行モデルの見直しにお

いては、可能な範囲でこれらの政策との整合性に留意する。 

効率性の追求といったモデル構築の基本的理念からは、これらの政

策をモデルに反映することが困難な面もあるが、非効率性の排除といっ

た長期増分費用モデルの理念をも尊重しつつ、モデルで算定された結

果と現実の設備状況を比較し、国が進めている政策の目標値等との乖

離が大きい場合には、これらの政策との整合性確保につき再度検討を

行うものとする。 
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第４章 ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルの見直し39 

 

 

４．１ データ系サービスとの設備共用 

 

ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルでは、加入電話及びＩＳＤＮの設備量算定に当たって、効率的

なネットワーク構築の観点から、これらのサービスと共用可能なデータ系サービスに

ついて、第三次モデル以降、可能な限り設備共用を行うことを前提としている40。（図４

－１） 

 

 

 

図４－１ データ系サービスとの設備共用のイメージ図41 

 

現行のＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルで採用されているデータ系サービスとの設備共用に

おいて、現在提供されている全てのデータ系サービス（ビジネスイーサを除く。）がトラ

ヒック収集対象となっているかを棚卸しし、全てのサービスのトラヒック収集ポイントを

収容ルータに統一すべきとの提案があった。 

 

                                                  
39 ４．２節（電力設備等の耐用年数の見直し）、４．３．１項（駐車スペースのコスト配賦方法の見直

し）、４．３．２項（局舎に設置する電力設備の仕様の追加）、４．３．３項（ＲＴ局の蓄電池保持時間

の長延化）の検討結果については、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直しにも適用可能である。 
40 加入電話及びＩＳＤＮの設備量算定における設備共用は、第一次モデルにおいて、専用線との

設備共用が考慮されたことが始まりである。（「長期増分費用モデル研究会」報告書（第三次モデ

ル）（平成１６年４月）１９ページ、同報告書（第四次モデル）（平成１９年４月）３２ページ）【資料９】 
41 「長期増分費用モデル研究会」報告書（平成１９年４月）３２ページをもとに作成。 

第三次モデルの
収集ポイント

第四次モデル以降の
収集ポイント

（現在の収集ポイント）

サーバ系

ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞ ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞ

ISP

網終端装置

収容ルータ

地域ＩＰ網

ＢフレッツユーザＡＤＳＬユーザ

ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞ

網終端装置

Ｂフレッツユーザ

（１） （２）

（３）

（１）・・ISPアクセス

（２）・・コンテンツ配信系サービス

（３）・・グループ内通信系サービス

中継ルータ
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また、現在、設備共用の対象とされていないビジネスイーサを設備共用の対象サ

ービスに追加することについても、提案があった。 

（１） 検討事項 

提案内容を踏まえ、次の①～③について、確認・検討する。 

 

① 全てのデータ系サービス（ビジネスイーサを除く。）がトラヒック収集対象とな

っているかを棚卸しし、トラヒック収集対象外となっているサービスがないことを

確認する。 

② 全てのサービスのトラヒック収集ポイントを収容ルータに統一することを検討

する。 

③ 現在、設備共用の対象とされていないビジネスイーサを設備共用の対象サ

ービスに追加することについて、検討する。 

（２） 主な意見 

トラヒック収集ポイントについて、第四次モデル以降、収容ルータにて測定したトラ

ヒックを入力値としており、設備共用の対象について、第五次モデル以降に提供され

ているデータ系サービス（ビジネスイーサを除く。）は、全てモデルにおける設備共用

の対象サービスとなっている。【資料１０、資料１１】 

 

収容ルータで全てのトラヒックを測ることができることから、トラヒック収集ポイントを

収容ルータに統一する案は妥当との意見があった。 

 

また、ビジネスイーサは、ＩＰレイヤのサービスではないため、設備共用の対象とす

る必要はないとの意見があり、特段の異論はなかった。 

（３） 検討結果 

現在提供されている全てのデータ系サービス（ビジネスイーサを除く）について、全

て収容ルータでトラヒック収集されていることが確認された。 

 

また、ビジネスイーサはＩＰレイヤのサービスではなく、既存のＬＲＩＣモデルの延長

で設備共用をすることはできないことから、設備共用の対象サービスとはしない。 
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４．２ 電力設備等の耐用年数の見直し 

 

ＬＲＩＣモデルにおける電力設備は、電源装置42、発電装置及び受電装置からなる。

電力設備（電源装置、発電装置及び受電装置）と空調設備の耐用年数は、第一次モ

デルから法定耐用年数が用いられており、可搬型発動発電機43の耐用年数は、採用

された第六次モデルから法定耐用年数が用いられている。（表４－１） 

 

表４－１ 電力設備等のＬＲＩＣモデル上の耐用年数（現行） 

設備区分 ＬＲＩＣモデル上の耐用年数 法定耐用年数 

電源装置 ６年  ６年  

発電装置 １５年  １５年  

受電装置 ９年  ９年  

空調設備 ９年  ９年  

可搬型発動発電機 １５年  １５年  

 

今般のモデル見直しにおいて、電力設備等（電力設備、空調設備及び可搬型発動

発電機をいう。以下同じ。）の使用実態に則した経済的耐用年数を推計し、耐用年数

の適正化を図るべきとの提案があった。 

（１） 検討事項 

これまで、ＬＲＩＣモデルで採用されてきた経済的耐用年数の推計方法は、おおむね、

増減法、修正増減法、撤去法の三つに分類される44。 

 

電力設備等の経済的耐用年数は、各事業者の実績に基づくデータを用いて推計

することが適切であり、その推計方法として、電力設備等は、技術革新等による更改

や新規取得量の急激な増加があまり見込まれないことから、撤去法を用いるのでは

なく、増減法又は修正増減法45を用いることが適当であり、ただし、撤去数のデータが

                                                  
42 電源装置は、整流装置、整流装置用蓄電池、直流変換電源装置、ＵＰＳ、ＵＰＳ用蓄電池、小

規模局用電源装置、小規模局用電源装置用蓄電池に細分化できる。 
43 可搬型発動発電機は、ＲＴ局（遠隔収容装置（ＲＴ）を設置する局舎）の停電時の電力供給源と

して、第六次モデルより採用された。（「長期増分費用モデル研究会」報告書（平成２４年３月）２６

～２８ページ） 
44 増減法のイメージは、【資料１２】を、撤去法のイメージは、【資料１３】を参照。 
45 増減法は、各年度の新規設備数を遡って積み上げ、現時点の総設備量に達する時点を当該

設備が「一回転」する期間とみなして推計する方法。修正増減法は、増減法に、経年の撤去の影

響を反映させるために、確率関数を与えて推計する方法。 
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揃わない場合は、便宜的に増減法により算定することが適当との提案があった。 

 

この提案に対して、各事業者のデータを確認した上で、最適な推計方法を採用す

べきとの意見があった。 

 

これらの意見を受けて、ＷＧの関係事業者における実績に基づくデータ（１９８５年

度以降の新規取得数、施設数、撤去数等）を用いて、設備・装置ごと46に経済的耐用

年数の推計を行った（以下、推計結果を提出した事業者を、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社と

する。）。 

 

具体的には、Ａ社から増減法及び撤去法による推計結果、Ｂ社及びＣ社から増減

法のみによる推計結果の提出があった47。また、Ｄ社から、十分なデータが揃わない

ことから、増減法や撤去法ではなく、簡便に平均利用年数により推計した結果の提出

があった。 

 

このため、各事業者のデータに基づく推計結果を踏まえ、経済的耐用年数の推計

方法等（推計方法、推計に用いるデータの扱い、推計結果の選択）について、検討す

る。 

（２） 主な意見 

各事業者から提出のあった推計結果について、ＷＧにおいて検討したところ、推計

に用いるデータの扱いや推計結果の選択について、意見があった。 

 

【ア：推計に用いるデータの扱い】 

 

各事業者における電力設備等の利用態様（設置数、設置箇所数、設置する設備の

規模（大きさ）等）は同一ではなく、利用態様によっては経済的耐用年数に影響がある

ことから、各事業者のデータによる耐用年数の推計においては、例えば、都心と比較

し、ルーラル地域における設備については保守・故障修理に時間（コスト）を要すると

いった差異に留意する必要があるとの意見があった。また、電力設備等によっては、

温度や塵埃、塩害等の影響を受け、その使用年数は変わりうるとの意見があった。 

                                                  
46 電源装置（整流装置、整流装置用蓄電池、直流変換電源装置、ＵＰＳ、ＵＰＳ用蓄電池、小規模

局用電源装置、小規模局用電源装置用蓄電池）、発電装置、受電装置、空調設備、可搬型発動

発電機の１１区分について、推計を行った。 
47 Ｂ社の装置の一部には、使用期間が短いものや撤去実績がないものがあったことから、その推

計結果は参考値として扱う。 
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この意見に対して、地域差を考慮する必要はなく、耐用年数に影響を与える環境

変化はないとの意見があった。また、設置する設備の規模（大きさ）により耐用年数に

差分が発生することはないとの意見があった。 

 

また、データ収集に際して発生する各事業者の設備更改のポリシー差分の問題に

ついて、基本的には、設備更改理由を確認の上、寿命による更改のみを実績として

対象にすべきであるが、設備更改理由が不明な場合は、更改の実績に含めることも

やむを得ないとの意見があった。 

 

これらの意見について、各事業者の推計結果に有意な差があれば、例えば、都市

部とルーラル地域の違いや保守費の増加等のデータを収集することを試みること等

が必要との意見があった。 

 

【イ：推計結果の選択】 

 

各事業者のデータを用いた経済的耐用年数の推定結果の選択について、次の三

つの案が考えられるが、このうち案１が適当であるとの意見があった。 

 

案１ 各事業者のデータからそれぞれ経済的耐用年数を推計し、最も長い年数を

採用する 

案２ 各事業者のデータからそれぞれ経済的耐用年数を推計し、各推計結果の

加重平均値を採用する 

案３ 各事業者のデータを集約して経済的耐用年数を推計し、その導き出された

年数を採用する 

 

具体的には、案１は、「現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備や技術

を採用する」というモデル検討における基本的事項についての考え方に合致しており、

案２又は案３は効率的な運用をしている事業者とそうでない事業者の値を一律に平

均化する点又は集約する点において適当でないとの意見があった。 

 

この意見に対して、トータルの維持コストを考えると、案１の場合、保守費も高くなる

と考えられ、最も長いから効率がよいわけではないとの意見があった。 

 

推計結果の選択においては、増減法や撤去法のメリット・デメリットを勘案しつつ、

データの特性も見ながら、機器ごとに推計方法や推計結果の選択を判断すべきとの

意見があった。（表４－２） 
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表４－２ 増減法、撤去法のメリット・デメリット 

推計方法 メリット デメリット 

増減法 ・個別設備の使用年数の

実態調査を行うことなく推

計可能 

・経年の撤去や破損等が考慮されない 

・毎年度の新規取得量が一定量でない場合、

適正な結果が得られない可能性 

撤去法 ・毎年度の新規取得量が

一定でない場合も適正な

結果を得られる 

・撤去をベースに考えられているため、過去に

構築した設備の使用状況に影響される 

・残存関数の選択に合意が必要 

（３） 増減法及び撤去法の考察 

各事業者のデータに基づく推計結果に関して、増減法及び撤去法の考察を行った。 

 

【ア：増減法の考察】 

 

電力設備等について、１９９６年から２０１５年までの新規取得量の平均値を１００と

したときの、各年度における新規取得量のグラフを分析したところ、新規取得数は毎

年変動しており、ばらつきが大きく（多くの設備で標準偏差は５０以上）、増減法のデメ

リットである「毎年度の新規取得量が一定量でない場合、適正な結果が得られない可

能性」が確認された。（図４－２） 

 

 

図４－２ 各年度における新規取得量のイメージ 

 

この結果について、統計処理をするにはデータのばらつきがあり、また、新規の取

得は音声サービス以外のサービスの需要見込みにより、経営判断で大量購入すると

きもある等、因果関係が明確でないデータは除くべきとの意見があった。 

 

（注） グラフの数字及び形状はイメージであり、実際のデータに基づくものではない
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【イ：撤去法の考察】 

 

電力設備等の使用年数と撤去率をプロットしたグラフは、おおむねＳ字カーブを描く

ことが確認された。このグラフを確率関数（指数関数、ゴンペルツ関数、ロジスティック

曲線、正規分布、指数分布、ワイブル分布）により回帰を行う場合、指数関数や指数

分布はＳ字カーブではなく、電力設備等の使用年数と撤去率をプロットしたグラフを部

分的に回帰するものと考えられる。（図４－３） 

 

 

 

図４－３ 確率関数による回帰のイメージ 

 

その上で、経済的耐用年数の推計に用いる確率関数の選択に関して、六つの確

率関数（分布）のうち最も決定係数が高いものを採用すべきとの意見があった。 

 

この意見に対して、決定係数が高ければ良いというのは一理あるが、必ずしも強力

な論理ではなく、理屈として不完全であり、どの確率関数（分布）でも良いというわけ

ではなく、それぞれの分布の意味を考える必要があるとの意見や、例えば、最近１５

年間のデータにより統計処理した場合の結果と最近４０年間のデータにより統計処理

した場合の結果を比較した際、決定係数が高い推計式が変わる場合もありうるとの

意見があった。 

 

（注１） 一例として、四つの関数を例示。

（注２） グラフの数字及び形状はイメージであり、実際のデータに基づくものではない。

指数関数

決定係数：0.90

ゴンペルツ関数

決定係数：0.92

ロジスティック曲線

決定係数：0.91

指数分布

決定係数：0.81
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他方、Ａ社が算定した確率関数ごとの経済的耐用年数の推計結果は、一部の設備

を除き、経済的耐用年数にそれほど差がなく、決定係数が高い確率関数により算定

した推計結果を採用してさほど問題ないとの意見があった。 

 

なお、これまでのＬＲＩＣモデルにおける確率関数の扱いについて、例えば、第三次

モデル48では、デジタル交換機及びアナログ公衆電話の経済的耐用年数の再推計を

行った際、推計49に用いる確率関数として、決定係数が最も高いもの50を採用した例

がある51。 

 

  

                                                  
48 第三次モデルは平成１７年度～平成１９年度の接続料算定に用いられたモデル。 
49 デジタル交換機及びアナログ公衆電話の経済的耐用年数は、修正増減法により推計されてい

るが、撤去法と同様に、経年の撤去の影響を反映するため、確率関数を用いた推計が行われる。 
50 六つの確率関数（指数関数、ゴンペルツ関数、ロジスティック曲線、正規分布、指数分布、ワイ

ブル分布）の中から、決定係数が最も高いものを採用。 
51 第三次モデル検討時の検討結果として、次のように記されている。（「長期増分費用モデル研究

会」報告書（平成１６年４月）２２ページ（一部抜粋）） 

１ 経済的耐用年数の再推計 

①デジタル交換機 

 従来どおり、「架」数単位の導入実績（当該年度の新規取得数）、総設備量（当該年度末にお

ける総架数）の昭和６２年度以降の推移を把握し、第二次研究会と同様の手法により再推計を

行った。 

 なお、使用する確率分布関数については、前回同様正規分布における決定係数が最も良か

ったため、これを採用することとした。 

 以上により求められた再推計値は１６．６年であり、前回と同じ結果となった。 

②アナログ公衆電話 

 従来どおり、「台数」単位の導入実績（当該年度の新規取得数）、総設備量（当該年度末にお

ける総数）の昭和６２年度以降の推移を把握し、再推計を行った。 

 なお、使用する確率分布関数については、前回はワイブル分布であったが、今回は正規分布

を用いることにより決定係数が改善されたため、これを採用することとした。 

   この結果、前回の１５．９年が１６．６年となった。 
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（４） 増減法及び撤去法の分析結果 

【ア：増減法の分析結果】 

 

① 一部事業者の一部設備のデータについては、運用期間や調査対象が限られてい

るため、増減法を適用した推計結果が適正なものとなるとは限らないことから、そ

れらのデータは除外することが適当であると考えられる。 

 

② ①で除外した後のデータを用いて各事業者の設備ごとの新規取得量を分析した

結果、いずれの事業者の設備についても毎年度の新規取得量は一定でなく、新た

なサービスの提供時期や需要の変動の影響を受けることが確認され、この中から

増減法による経済的耐用年数が最も長いものを採用することが適当であるとは言

い難い。さらに、設備ごとに事業者間の新規取得量のばらつきを比較したところ、Ａ

社の新規取得量は他事業者（Ｂ社、Ｃ社）のそれに比べてばらつきが顕著に小さい

ことが確認された。 

 

③ その上で、Ａ社から増減法により推計した経済的耐用年数の値と撤去法により推

計した経済的耐用年数の値が提出されている状況においては、撤去法により推計

した経済的耐用年数の値の方が、推計における信頼性は高いと考えられる。 

 

【イ：撤去法の分析結果】 

 

① 撤去法により経済的耐用年数を推計する場合、確率関数の選択に合意が必要で

ある。 

 

② 一般に、確率関数は分析の目的に応じて適切なものを選択すべきであるが、経

済的耐用年数の推計は統計的に単回帰分析の手法により行うものであることに鑑

み、実績に基づく分布に最も適合する確率関数を選択することが望ましく、今回の

対象設備については、指数関数や指数分布は確率関数としてなじまないと考えら

れる。 

 

③ よって、推計に用いる期間を適切に選択した上で、実績に基づく分布に相応しい

確率関数の中から決定係数が最も高い確率関数を選択することに合理性はあると

考えられる。 
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（５） 検討結果 

各事業者の電力設備等の新規取得量は毎年変動しており、必ずしも一定ではない

ことから、特に、新規取得量の変動が大きい設備に増減法を採用することは適当で

はない。 

 

他方、撤去法に用いる撤去率は一社のデータのみであるが、設備ごとに、推計に

用いる期間を適切に選択した上で、四つの確率関数（ゴンペルツ関数、ロジスティック

曲線、正規分布、ワイブル分布）により推計した経済的耐用年数の中から、決定係数

が最も高いものを採用することが適当である52。 

  

                                                  
52 撤去法により推計を行う際、データの中に特異な値があるか、再現性があるかを確認する必要

があるため、Ａ社には、より詳細なデータの提供を協力いただきたいとの意見があった。 
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４．３ その他ＬＲＩＣモデルの見直しに係る検討 

 

 駐車スペースのコスト配賦方法の見直し 

 

現行のＬＲＩＣモデルにおいて、プレハブ平屋局舎とＲＴ－ＢＯＸには、駐車スペース

が設定されている53。 

 

ＬＲＩＣモデルでは、駐車スペースのコスト54は、音声サービスのみに配賦されている

ため、音声サービスと音声サービス以外のサービス（データ系サービス）でコスト按分

すべきとの提案があった。（図４－４） 

 

 
 

図４－４ 駐車スペースのコスト配賦方法の見直しのイメージ 

 

（１） 検討事項 

音声サービスと音声サービス以外のサービス（データ系サービス）でコストを按分す

る際のコストドライバについて、検討する。 

 

また、ＬＲＩＣモデルでは、プレハブ平屋局舎やＲＴ－ＢＯＸの駐車スペースとして、４ｔ

トラック１台分のみを見込んでいるが55、災害時の復旧等において、移動電源車と復

                                                  
53 ＬＲＩＣモデルにおける局種には、①交換機設置局、②遠隔収容装置設置局（局設置遠隔収容

装置（ＲＴ）が複数台設置される局）、③ＲＴ－ＢＯＸ局（局設置遠隔収容装置（ＲＴ）が１台設置さ

れる局又は局設置簡易遠隔収容装置（局設置ＦＲＴ）が設置される局）がある。このうち、①交換

機設置局はコンクリ複数階局舎とし、②遠隔収容装置設置局は経済比較によりコンクリ複数階局

舎又はプレハブ平屋局舎とされる。コンクリ複数階建局舎の場合、当該局舎内（地下）に駐車スペ

ースを確保することとしている。したがって、駐車スペースの土地面積を考慮する必要がある局舎

は、プレハブ平屋局舎とＲＴ－ＢＯＸとなる。 
54 駐車スペースのコストは、土地の使用による固定資産税が相当する。 
55 具体的には、３ｍ×７ｍ＝２１㎡を見込んでいる。駐車スペースの面積は、第一次モデル検討時

に、３ｍ×７ｍ＝２１㎡として以降、見直しは行われていない。 

局舎

駐車
スペース

固定資産税分のコストを
音声と音声以外に按分する

＜見直し前＞
□□円

（全額音声分）

＜見直し後＞
音声コスト：○○円

音声以外コスト：△△円
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旧工事を行う作業員用の車両を同時に駐車するなど、本来は１台を超える車両を駐

車する必要があることから、仮に、配賦方法の見直しを検討するということであれば、

按分比率の妥当性だけでなく、現在の駐車スペースの見直しも併せて検討すべきと

の意見があったことから、駐車スペースについても検討する。 

（２） 主な意見 

【ア：コスト配賦方法】 

 

コスト配賦方法として、具体的には、駐車スペースの利用頻度は加入者回線との

相関が高いと想定されるため、局ごとに音声サービスと音声サービス以外のサービ

スの加入者回線数比で按分すべきとの意見があり、この意見について、特段の異論

はなかった。 

 

【イ：駐車スペースの見直し】 

 

駐車スペースのコスト配賦方法の見直しは、駐車スペースの見直しと併せて検討

することが適切であるが、現時点で駐車スペースの見直しの具体的な提案は困難と

の意見があり、駐車スペースの見直しは行わないこととなった。 

（３） 検討結果 

駐車スペースの見直しは行わず、駐車スペースコストの配賦方法のみ見直すこと

とし、駐車スペースのコスト配賦方法は、局ごとに音声サービスと音声サービス以外

の加入者回線数比で按分することが適当である。 
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 局舎に設置する電力設備の仕様の追加 

 

局舎に設置する電力設備の仕様の追加として、局設置ＦＲＴ局における小規模局

用電源装置の仕様の追加及びＵＰＳの規定出力容量の仕様の追加について、以下

の提案があった。 

 

【ア：局設置ＦＲＴ局における小規模局用電源装置の仕様の追加】 

 

局設置ＦＲＴを設置する局舎（以下「局設置ＦＲＴ局」という。）56は、ＲＴ－ＢＯＸが採

用されている。 

 

現行のＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルでは、局設置ＦＲＴ局における電力系設備は、ＲＴ（遠

隔収容装置）を設置する局舎（以下「ＲＴ局」という。）で採用されているＲＴ－ＢＯＸと同

様の構成となっており、最大電流１００Ａ／台の小規模局用電源装置を設置すること

とされている。 

 

しかし、局設置ＦＲＴには整流装置が内蔵されており、電源装置から局設置ＦＲＴに

給電を行う必要はなく、局設置ＦＲＴ局における給電対象設備は、リピータのみ（リピ

ータの基本部電流は７．１Ａ／架）であるため、局設置ＦＲＴ局における電源装置につ

いては、より小規模な電源装置を選択可能とするよう見直す。 

 

【イ：ＵＰＳの規定出力容量の仕様の追加】 

 

現行のＬＲＩＣモデルで採用されているＵＰＳ（Uninterruptible Power Supply：無停電

電源装置）の規定出力容量は、３ｋＶＡから１，５００ｋＶＡまで１８の区分で設定されて

おり、所要容量の直近上位のＵＰＳの規定出力容量が選択されている57。 

 

しかし、現に電気通信事業者で採用されているＵＰＳには、現行ＬＲＩＣモデルの区

分にない出力容量のものも存在することから、規定出力容量の仕様を追加するよう

見直す。 

                                                  
56 第六次モデルにおいて導入された局種であり、収容回線数が大きく減少している局舎が一定程

度存在するため、従前のＧＣ交換機（加入者交換機）、ＲＴ（遠隔収容装置）に加えて、局舎に設

置するＦＲＴ（き線点遠隔収容装置）として局設置ＦＲＴ（簡易遠隔収容装置）を想定し、局設置ＦＲ

Ｔを設置する局舎を「局設置ＦＲＴ局」と呼称している。 
57 現行のＬＲＩＣモデルにおけるＵＰＳの規定出力容量は、３ｋＶＡ、５ｋＶＡ、７ｋＶＡ、１０ｋＶＡ、１５ｋ

ＶＡ、２０ｋＶＡ、３０ｋＶＡ、５０ｋＶＡ、７５ｋＶＡ、１００ｋＶＡ、２００ｋＶＡ、３００ｋＶＡ、４００ｋＶＡ、６００ｋ

ＶＡ、８００ｋＶＡ、１，０００ｋＶＡ、１，２００ｋＶＡ及び１，５００ｋＶＡの１８の区分。 
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（１） 検討事項 

追加する具体的な局設置ＦＲＴ局における小規模局用電源装置の仕様及びＵＰＳ

の規定出力容量の仕様について、検討する。 

（２） 主な意見 

局設置ＦＲＴ局における小規模局用電源装置の仕様の追加については、より小規

模な電源装置を導入するため、最大電流１００Ａ／台に加えて、電気通信事業者にお

いて採用実績のある３７．５Ａ／台、５０Ａ／台を選択できるよう提案があった。 

 

また、ＵＰＳの規定出力容量の仕様の追加については、電気通信事業者において

採用実績のある１ｋＶＡ、２５０ｋＶＡ、５００ｋＶＡの三種類を追加するよう提案があった。 

 

これらの提案について、信頼性が確保された装置を採用することが必要であるとの

意見があった。 

 

この意見に対して、提案のあった設備は、技術関係法令等との整合性が取れてい

るものであり、モデルを構成する設備として判断して問題ないとの意見があった。 

（３） 検討結果 

事業者で採用されている装置を、モデルを構成する装置として採用することとし、

電力設備の仕様を追加する。具体的には、ＲＴ－ＢＯＸ用の電源装置の仕様として、３

７．５Ａ／台、５０Ａ／台を追加し、ＵＰＳの規定出力容量の仕様として、１ｋＶＡ、２５０ｋ

ＶＡ、５００ｋＶＡを追加する。 

 

なお、ＲＴ－ＢＯＸ用の電源装置の仕様は、局設置ＦＲＴ局に限らずＲＴ局にも適用

可能とする。 
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 ＲＴ局の蓄電池保持時間の長延化 

 

ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルでは、事業用電気通信設備規則の規定を勘案し58、ＲＴ局の

非常用電源関連設備として蓄電池を設置しており、蓄電池保持時間は１０時間として

いる。 

 

この保持時間は、第二次モデル策定時に、事業者の実際のネットワークにおける

蓄電池の保持時間を調査した上で、平均停電実績や停電時のＲＴ局への駆付け可能

時間等を踏まえ、安全性・信頼性及び効率的な運用の観点から適切と考えられる数

値として設定したものである。 

 

しかし、近年の実際のネットワークでは、災害発生時において、復旧に１０時間以

上を要している事象が発生していることから、災害発生時に復旧に時間を要すると考

えられるＲＴ局の蓄電池保持時間を延長すべきとの提案があった。 

（１） 検討事項 

蓄電池保持時間の長延化を行う理由と合理性について、検討する。また、蓄電池

保持時間の妥当性、蓄電池保持時間を長延化する対象局の選定方法について、検

討する。あわせて、関係事業者に入力値の提案募集を行った上、蓄電池容量算出係

数について、検討する。 

（２） 主な意見 

【ア：蓄電池保持時間の長延化を行う理由と合理性】 

 

当該提案は、第六次モデル検討時にも検討が行われ、「今次のモデル検討におい

ては十分な検討ができなかったこと、また、停電時のＲＴ局の停電対策として可搬型

                                                  
58 事業用電気通信設備規則第１１条において、次のように規定されている。 

（停電対策） 

第１１条 事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り

扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置（交

換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置）が講じられてい

なければならない。 

２ 前項の規定に基づく自家用発電機の設置又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、そ

れらに使用される燃料について、十分な量の備蓄又は補給手段の確保に努めなければならない。 

３ （略） 
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発動発電機を導入することが適当とされたことから、ＲＴ局に係る蓄電池の保持時間

の見直しは行わない」59と、結論付けられている。 

 

これを受けて、停電時のＲＴ局の停電対策として可搬型発動発電機が導入されて

おり、第六次モデル検討時と同様、モデルにおいて更なる停電対策は必要ないとの

意見があった。 

 

一方、可搬型発動発電機は、被災局の蓄電池保持時間内に商用電源が復旧でき

ない場合に、保守拠点から被災ビルへ運び、非常用電源を供給する装置であり、今

回の提案は保守拠点から被災局へ駆け付けて給電するまでに必要な蓄電池保持時

間が不足する可能性がある局における蓄電池保持時間を延長するものとの意見が

あった。（図４－５）  

 

 

 

図４－５ 蓄電池保持時間の長延化の必要性 

 

【イ：蓄電池保持時間の妥当性】 

 

蓄電池保持時間を、対象局への駆付け可能時間に応じて設定し、実績の保持時

間を加重平均した時間を保持時間として、蓄電池容量算出係数を算定すべきとの提

案があった。他方、実績の保持時間を加重平均し、入力値を見直す提案について、

次の①と②の課題があるとの意見があった。 

 

① 実際網とモデル網の蓄電池局の差異の問題（モデル網は実際網より蓄電池局

が多いと想定され、過大な補正となる。） 

 

② 補正容量の問題（蓄電池容量の規格は限られているため、「加重平均化された

補正容量」が、「補正前後に適用される容量規格の容量差分」と同程度になると

は限らない。） 

 

この意見を受けて、蓄電池保持時間の長延化の対策が必要な局について、個別に

                                                  
59 「長期増分費用モデル研究会」報告書（平成２４年３月）３３ページ参照。 
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必要な時間へ長延化することとし、議論の結果、１８時間と３６時間の２種類とするこ

とについて、了承された。 

 

【ウ：蓄電池保持時間を長延化する対象局の選定方法】 

 

災害時に商用電源が復旧できない際は、保守拠点から被災ビルへ可搬型発動発

電機を運び非常用電源を供給するが、駆付け・給電までに蓄電池保持時間が不足す

る局について、蓄電池保持時間を延長し、１．５時間以内駆付け不可能局又は災害

対策強化局の判定基準を満たす、実際にＮＴＴ東日本・西日本において蓄電池保持

時間の長延化の対策を実施している局を対象局とすべきとの意見があり、特段の異

論はなかった。【資料１４】 

 

なお、実際にＮＴＴ東日本・西日本において蓄電池保持時間の長延化の対策を実

施している局を対象とするため、実際はＲＴ局であるところ、モデル上は局設置ＦＲＴ

局となる場合があり、その場合は、モデル上、局設置ＦＲＴ局として、蓄電池保持時間

の長延化を行うべきとの意見があり、特段の異論はなかった。 

 

【エ：蓄電池容量算出係数】 

 

関係事業者に蓄電池容量算出係数の提案募集を行った結果を踏まえ、蓄電池容

量算出係数を、ＲＴ局については、保持時間１８時間の場合、２１．７（ＡＨ／Ａ）、保持

時間３６時間の場合、３９．７（ＡＨ／Ａ）とし、局設置ＦＲＴ局については、保持時間１０

時間の場合、１５．３（ＡＨ／Ａ）、保持時間２８時間の場合、３３．３（ＡＨ／Ａ）60としてよ

いか、検討を行った。 

 

蓄電池容量算出係数は、過去のモデル検討において提案されたＲＴ局（保持時間：

１０時間）及び局設置ＦＲＴ局（保持時間：２時間）の蓄電池容量算出係数を基に、一

般に、放電時間が１０時間を超えるときの蓄電池容量算出係数は、およそ１時間ごと

に１（ＡＨ／Ａ）増えることに基づき算定されたものである61。これらの蓄電池容量算出

係数について、特段の異論はなかった。 

                                                  
60 局設置ＦＲＴ局に設置するＦＲＴは、既に保持時間８時間の蓄電池を有しているため、局設置Ｆ

ＲＴ局における蓄電池保持時間はＲＴ局における蓄電池保持時間と比べて８時間短くなる。 
61 例えば、日本電気技術者協会ホームページに、放電時間と容量換算時間（蓄電池容量算出係

数）の関係が示されている。 

http://www.jeea.or.jp/course/contents/09203/ 
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（３） 検討結果 

【ア：対策局の定義】 

 

対策が必要な局について、局ごとに必要な蓄電池保持時間へ長延化し、長延化す

る蓄電池保持時間は、１．５時間以内駆付け不可能局は１８時間、災害対策強化局

は３６時間とする。毎年度、対象局の見直しを行うことはせず、蓄電池保持時間の長

延化の対象局は、次の１．５時間以内駆付け不可能局又は災害対策強化局の判定

基準を満たす、実際にＮＴＴ東日本・西日本において蓄電池保持時間の長延化の対

策を実施している局とする。 

 

なお、実際はＲＴ局であるところ、モデル上は局設置ＦＲＴ局となる場合は、モデル

上、局設置ＦＲＴ局として、蓄電池保持時間の長延化を行う。 

 

① １．５時間以内駆付け不可能局の判定基準 

保守拠点から最短ルートでも６０ｋｍ以上離れていること、又は、積雪等の道路交

通事情が非常に悪いことにより駆付けに１．５時間以上を要し、給電までに１０時間以

上かかることが想定される局とする（災害対策強化局に該当するものを除く。）。 

 

② 災害対策強化局の判定基準 

大規模地震対策特別措置法第３条で定める地震防災対策強化地域・自治体のハ

ザードマップ等により災害時に危険が想定される地域・離島等62のいずれかに該当し、

かつ、現地までの交通事情等が悪いため、災害時の駆付け・給電に１８時間以上か

かることが想定される局とする。 

 

【イ：蓄電池容量算出係数】 

 

蓄電池容量算出係数は、以下のとおりとする。 

ＲＴ局：保持時間１８時間の場合、２１．７（ＡＨ／Ａ）、保持時間３６時間の場合、３９．

７（ＡＨ／Ａ）。 

局設置ＦＲＴ局：保持時間１０時間の場合、１５．３（ＡＨ／Ａ）、保持時間２８時間の

場合、３３．３（ＡＨ／Ａ）。 

  

                                                  
62 具体的には、災害対策地域として、地震防災対策強化地域（中央防災会議（内閣府）において

指定された東海地震を想定した対策強化地域）、南海トラフ地震防災対策推進地域、東南海・南

海地震防災対策推進地域、豪雪被災想定地域、洪水被災想定地域、津波被災想定地域、土砂

災害被災想定地域を、特別対策地域として離島を対象とする。 
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第５章 ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直し 

 

 

ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいて音声サービスに用いられる伝送装置や収容ルータ等の

設備について、データ系サービスと設備共用をすることで、より効率的なネットワーク

を構築することができることから、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直しの提案があった。 

 

具体的には、第七次モデル検討時のＩＰ－ＬＲＩＣモデル（収容局に設置するルータ63

は音声サービス64のみを収容するもの）を、以下のように見直す内容となっている。 

 

① 音声サービスとデータ系サービス（光地域ＩＰサービス65、ＡＤＳＬサービス）を収容

する共用収容ルータ66を設置し、データ系サービスとの設備共用を行う。（図５－１

左下側） 

 

 

 

図５－１ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのネットワーク構成案 

 

                                                  
63 第七次モデルでは、これを「収容局ルータ」と呼称していた。 
64 音声サービスは、ＰＳＴＮにおいて提供される音声サービス（加入電話・ＩＳＤＮ）が該当する。第

七次モデル検討時のＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、音声サービスのうち加入電話（アナログ）は音声収

容装置において、ＩＳＤＮはＩＳＤＮ収容交換機においてＩＰ化されるが、この構成に変更はない。 
65 ＬＲＩＣモデルにおける光地域ＩＰサービスは、光地域ＩＰ網又はＮＧＮにより提供されるサービスを

総称するものをいう。 
66 当初は「ＮＧＮ収容ルータ」という用語を用いて検討を行っていたが、実際のＮＧＮで用いられて

いるルータとの混同を避けるため、「共用収容ルータ」という用語を用いることとした。 
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② 収容局とコア局間の伝送は、第七次モデル検討時のＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、伝

送装置としてＰＴＮ67を用いたＰＴＮリングとしていたが、共用収容ルータを設置する

収容局とコア局間は、伝送装置としてＣＷＤＭを用いた Point-to-Point 接続に見直

す。（図５－１） 

 

③ 共用収容ルータを設置しない収容局における構成は、第七次モデル検討時のＩＰ

－ＬＲＩＣモデルと同様とする68。（図５－１右下側） 

 

５．１ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのネットワーク構成 

 

今般、新たにＣＷＤＭ構成を採用するに当たって、設備構成やネットワーク構成、コ

スト算定方法を見直す必要があることから、ＷＧにおいて議論したところ、ＷＧの構成

員・オブザーバーから、次の検討事項１～検討事項６について、検討すべきとの指摘

があった。 

 

検討事項１ 音声サービスの収容方法等 

検討事項２ 共用収容ルータの機能要件等 

検討事項３ ＣＳＭ（クロック供給装置）の接続方式 

検討事項４ ＣＷＤＭ構成における伝送帯域の按分方法等 

検討事項５ 収容局の局舎タイプ及び電力設備構成の判定方法 

検討事項６ その他検討事項 

  

 これらの検討事項、検討事項に関する主な意見及び検討結果について、順に、５．

１．１項から５．１．６項に示すこととする。 

  

                                                  
67 第七次モデル検討時、光地域ＩＰサービスに対しては、ＰＴＮでは伝送処理能力が過小であり、

光地域ＩＰサービスと共用する場合には、より大容量の伝送処理が可能な伝送装置の採用が合理

的であるとされている（「長期増分費用モデル研究会モデル検討ワーキンググループ」報告書（平

成２６年４月）第 III 章第２節（９）を参照）。これを受けて、共用収容ルータを設置する収容局にお

ける伝送装置は、より大容量の伝送処理が可能な伝送装置としてＣＷＤＭを採用すべきとの提案

があった。 
68 共用収容ルータを設置しない収容局におけるルータを「音声収容ルータ」と呼称する。また、当

初の提案（第１回ＷＧ）では、ＡＤＳＬ装置は直接ＰＴＮに接続する構成とし、音声収容装置とＩＳＤ

Ｎ収容交換機のみ音声収容ルータに接続する構成としていたが、第１回サブＷＧにおいて提案

内容の変更があり、ＡＤＳＬ装置も音声収容ルータに接続する構成となった。 
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 音声サービスの収容方法等 

 

収容局に共用収容ルータを設置し、音声サービスとデータ系サービスの全てのトラ

ヒックを共用収容ルータに収容する提案に対して、どのようなネットワーク構成案が効

率的と考えられるか、ＷＧにおいて検討を行った。 

（１） 検討事項 

収容局に設置する共用収容ルータに音声サービスとデータ系サービスの全てのト

ラヒックを収容するのではなく、光地域ＩＰ装置からのトラヒック量が多い場合69には、

光地域ＩＰ装置からＣＷＤＭへ直接収容する方が効率的ではないかとの提案があった
70。（図５－２の検討案１に相当する案） 

 

また、収容局とコア局間をＬ３（レイヤ３）で伝送するのではなく、収容局からコア局

に設置する共用コアルータまでをＬ２（レイヤ２）で伝送した上、音声サービスとデータ

系サービスの全てのトラヒックをコア局に設置する共用コアルータに収容する案71につ

いても、一案であるとされた72。（図５－２の検討案２に相当する案） 

 

この他、実際網は、光地域ＩＰ装置からＬ２ＳＷで集線され、その上にルータがある

構成と考えられることから、ＩＰ系サービスのトラヒックを、音声収容装置や光地域ＩＰ装

置からＬ２ＳＷを介して共用収容ルータに入れる構成もあってよいのではないかとの

提案があった。（図５－２の検討案３に相当する案） 

 

このため、音声サービスの収容方法については、これら３案（検討案１～検討案３）

についてコスト試算を行い、その結果を踏まえ、最も効率的な案をネットワーク構成と

                                                  
69 具体的には、当初、光地域ＩＰのトラヒックのうち１０Ｇｂｐｓを超えるものについては、ＣＷＤＭに直

接収容すべきとの意見があったが、議論の結果、収容される全てのＩＰ系サービスの総トラヒックを

ＣＷＤＭの低速側１０ＧｂＥのＩＦ数で除したものから音声系トラヒック（音声収容装置及びＩＳＤＮ収

容交換機に収容される音声サービスのトラヒック）及びＡＤＳＬトラヒックを除いた量の光地域ＩＰのト

ラヒックのみを共用収容ルータに収容し、それ以外の光地域ＩＰのトラヒックをＣＷＤＭに直接収容

することとされた。【資料１５】 
70 光地域ＩＰのトラヒックが１０Ｇｂｐｓ相当になる場合、共用収容ルータに入れても集線効果がない

ため、収容局にあるＣＷＤＭに直接収容した方がネットワーク全体として効率的であり、光地域ＩＰ

を含めてトータルとしてネットワークの効率化を図るべきとの意見があった。 
71 この案は、英国のＩＰ－ＬＲＩＣモデルに相当するものである。 
72 ＩＰ系サービスを収容局に設置する共用収容ルータに収容する案とコア局までＬ２（レイヤ２）で伝

送した上でコア局に設置する共用コアルータに収容する案について、ルーティングの観点からは

前者の方が望ましいとの意見があった。 
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して採用することについて、検討する。（図５－２） 

 

検討案１ 音声サービスと一部のデータ系サービスを収容局にある共用収容ルー

タに収容 

検討案２ 音声サービスと全てのデータ系サービスをコア局にある共用コアルー

タに収容73 

検討案３ 音声サービスと一部のデータ系サービスを収容局にあるＬ２ＳＷに収容 

 

 

図５－２ 音声サービスの収容方法案 

 

また、共用収容ルータを設置する収容局の場所として、（案Ａ）光地域ＩＰ需要のあ

る全ての局とするか、（案Ｂ）一部の局とするかについて、検討する。 

 

あわせて、検討案１や検討案３の場合、コア局に設置する共用コアルータにおいて

処理する光地域ＩＰトラヒックは、（案Ａ）コア局に入る全ての光地域ＩＰトラヒックとする

か、（案Ｂ）収容局の共用収容ルータで処理する光地域ＩＰトラヒックのみとするかにつ

いて、検討する74。 

                                                  
73 当初、音声収容装置、ＩＳＤＮ収容交換機、ＡＤＳＬ装置、光地域ＩＰ装置を全て、直接ＣＷＤＭに

接続する構成を検討していた。しかし、この構成の場合、収容局に設置するＣＷＤＭの低速側を

１ＧｂＥポートで収容することに伴い、コア局に設置するＣＷＤＭにおいても１ＧｂＥポートで収容す

る場合、ＣＷＤＭのポートコストが高くなると考えられ、収容局側で１ＧｂＥをＬ２ＳＷで束ねて１０Ｇｂ

Ｅとしてからコア局に上げる方が効率的であるとの意見があったことから、図５－２のように、音声

サービスとＡＤＳＬサービスはＬ２ＳＷに収容した上でＣＷＤＭに入れる構成とした。【資料１６】 
74 図５－２のコア局の構成は、案Ａを想定した図であるが、案Ｂの場合、収容局と同様に、トラヒック

量に応じて、コア局に設置する光地域ＩＰ装置にコア局に設置するＣＷＤＭから光地域ＩＰトラヒック

が直接入る構成となる。 

収容局

ISDN
収容

交換機

音声
収容
装置

ADSL
装置

光地域
IP装置

検討案２

音声サービスと全てのデータ系サービスを

コア局にある共用コアルータに収容

コア局

CWDM

共用コアルータ

CWDM

L2SW（※）

収容局

ISDN
収容

交換機

音声
収容
装置

検討案１

音声サービスと一部のデータ系サービスを

収容局にある共用収容ルータに収容

ADSL
装置

コア局

CWDM

共用コアルータ

共用収容ルータ
トラヒック

量に
応じて

CWDM

L2SW（※）

収容局

ISDN
収容

交換機

音声
収容
装置

検討案３

音声サービスと一部のデータ系サービスを

収容局にあるＬ２ＳＷに収容

コア局

CWDM

共用コアルータ

ADSL
装置

トラヒック
量に

応じて

CWDM

（※） 音声収容装置用L2SWは、音声収容装置が３台以上の局に設置。

L2SW（※）

共用収容ルータ

光地域
IP装置

L2SW
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（２） 主な意見 

【ア：音声サービスの収容方法】 

 

検討案１～検討案３について、一定の条件75のもと、６府県について県ごとに試算

を行った結果、いずれの県においても検討案１の総コスト76は、検討案２及び検討案３

より安い結果となった。音声コスト77のみに着目すれば、いずれの県においても、検討

案３が安い結果となった。 

 

また、検討案１について、一定の条件のもと、第七次モデル検討時のＩＰ－ＬＲＩＣモ

デルとの比較を、６府県について県ごとに行った結果、いずれの県においても、光地

域ＩＰサービスとの設備共用を行うことで当然に総コストは高くなるが、音声コストは安

くなり、６府県の音声コストの合計は、第七次モデル検討時のＩＰ－ＬＲＩＣモデルと比

べて顕著に安い結果となった。 

 

この試算結果について、総コストが安くなるものを採用することがネットワーク効率

化の観点から適当であると考えられるため、最も総コストが安くなる検討案１を採用す

ることでよいとの意見があり、特段の異論はなかった。 

 

【イ：共用収容ルータの設置場所】 

 

共用収容ルータを一部の収容局に設置する場合、共用収容ルータ非設置局のトラ

ヒックをコア局まで運ぶためには伝送路ループを２回経由する必要があるため、効率

的なモデルとはならない可能性があるとの意見があった。【資料１７】 

 

一方、共用収容ルータの設置場所について、建前から言えば、検討事項に示す案

Ａと案Ｂのどちらが安くなるかの検討が必要との意見があった。しかしながら、どの収

容局に共用収容ルータを置くかという選択ロジックを作ることは厳密な方法であるが、

選択ロジックを作ること自体が大変であり、選択ロジックを作ることの現実性、作った

                                                  
75 一定の条件とは、ネットワーク構成に影響するいくつかの指標（光地域ＩＰ需要の有無、ビルごと

の音声回線数、ループ当たり伝送容量等）を勘案し、離島設備のない府県から６府県（神奈川県

（東日本で需要大）、群馬県（東日本で需要中）、秋田県（東日本で需要小）、大阪府（西日本で

需要大）、京都府（西日本で需要中）、宮崎県（西日本で需要小））を選択し、ルータや伝送装置

等の代表的なコスト（減価償却費、施設保全費）等を簡便に試算したもの。 
76 総コストとは、平成２８年度接続料算定時の需要に基づき、ネットワーク構成案によりコストに差

異が生じる設備（光地域ＩＰサービスの需要がある収容局におけるルータ・Ｌ２ＳＷ・伝送装置、コア

局におけるルータ・伝送装置）について、代表的なコストを算定したもの。 
77 音声コストとは、総コストを音声サービスに係るコストとデータ系サービスに係るコストに按分した

後の音声サービスに係るコスト。 
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としても算定可能かどうかなどの実現可能性を考慮する必要があるため、案Ａを前提

として検討すべきとの意見があった。 

 

【ウ：共用コアルータで処理する光地域ＩＰトラヒック】 

 

共用コアルータで処理する光地域ＩＰトラヒックについて、試算の結果、検討事項に

示す案Ｂが案Ａよりもコストが安いため、より安い案Ｂを採用してよいとの意見があり、

特段の異論はなかった。 

（３） 検討結果 

検討案１～検討案３についてコスト試算を行った結果、総コストは検討案２及び検

討案３は同水準であり、それらと比べて検討案１（音声サービスと一部のデータ系サ

ービスを収容局にある共用収容ルータに収容）は顕著に安いことから、検討案１をネ

ットワーク構成として採用する。 

 

共用収容ルータを設置する収容局は、光地域ＩＰ需要のある局とする。 

 

共用コアルータで処理する光地域ＩＰトラヒックは、収容局の共用収容ルータで処理

する光地域ＩＰトラヒックのみとする。 
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 共用収容ルータの機能要件等 

（１） 検討事項 

新たに採用する共用収容ルータのスペックやコストの入力値の前提となる共用収

容ルータの機能要件について、検討する。 

 

また、共用収容ルータは、一般的な汎用ルータとしてよいか、検討する。 

（２） 主な意見 

共用収容ルータの機能要件の検討に当たり、共用収容ルータとそれに接続する各

収容装置（音声収容装置、ＩＳＤＮ収容交換機、ＡＤＳＬ装置、光地域ＩＰ装置）の機能を

整理する必要がある。（図５－３） 

 

 

図５－３ 収容局における設備構成78 

 

この点について、加入者を管理するゲートウェイ機能と、トラヒックを集線するアグリ

ゲーション機能を分けて検討した方が、より効率的なモデルとなるとの意見があった。

この意見を受けて、共用収容ルータに必要な機能は、アグリゲーション機能（各収容

装置からのトラヒックを集線する機能）と音声パケットの優先制御機能79でよいとの意

見があり、特段の異論はなかった。 

 

                                                  
78 図は、５．１．１項において、検討案１をネットワーク構成として採用することとなったことによる設

備構成（音声収容装置用Ｌ２ＳＷは、音声収容装置が３台以上の収容局に設置（５．３．２項参照））

となっている。 
79 ５．２節に示すように、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおける音声サービスの品質確保の方法を優先制御に

より行うこととされたことによるもの。 
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あわせて、共用収容ルータに接続するデータ系サービスのノード装置（ＡＤＳＬ装置、

光地域ＩＰ装置）は、モデル化対象外とすべきとの意見があり、この旨、了承された。 

 

また、実際網における収容ルータはさまざまな機能を備えているが、ＩＰ－ＬＲＩＣモ

デルで採用するルータは、実際のＮＴＴ東日本・西日本のＮＧＮで用いられているルー

タにとらわれる必要はないとの意見があった。 

 

第七次モデル検討時の収容局ルータは高機能を要求されておらず、一般的なルー

タとする旨、了承されており、今回新たに採用する共用収容ルータについても、汎用

ルータを採用してよいとの意見があり、特段の異論はなかった。 

（３） 検討結果 

共用収容ルータは、アグリゲーション機能（各収容装置からのトラヒックを集線する

機能）と音声パケットの優先制御機能を有するものとする。 

 

共用収容ルータの機能のうち音声サービスに関係ないデータ系サービスの機能に

係るコストはモデル化対象外とする（光地域ＩＰ装置やＡＤＳＬ装置についても同様とす

る。）。 

 

共用収容ルータの機能要件を満たすものであれば、一般的な汎用ルータを採用す

ることとする。 
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 ＣＳＭ（クロック供給装置）の接続方式

（１） 検討事項

ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいて、ＩＳＤＮ等のクロック同期が必要なサービスを実現する

場合、ＣＳＭ（クロック供給装置）80を具備する必要がある。 

今回、新たにＣＷＤＭによるネットワークを構成することから、共用収容ルータを設

置する収容局におけるＣＳＭの接続方式を検討する必要がある81。その接続方式は、

具体的には、次の①～⑤が考えられ、具体的な接続方式を決める必要性等について、

検討する。【資料１８】 

① 共用収容ルータにＩＦ変換装置82を接続し、ＩＰ網経由で供給する方式83

② 専用線装置から供給する方式

③ 専用線用ＳＴＭ－１ポート用カードの空きポートから供給する方式

④ ＣＷＤＭの空き波長を活用し供給する方式

⑤ 空き芯線を活用し隣接局から供給する方式

（２） 主な意見

（１）の①や②の接続方式の実現可能性について、意見があった。

クロックをＩＰ網で伝達する場合、収容ルータ、コアルータ及び周辺機器は、PTP

（Precision Time Protocol）に対応したものにする必要があり、また、パケットが揺らが

ないよう、クロック信号を伝送する必要があるとの意見があった84。しかしながら、クロ

ック信号の伝送のためだけに各設備のスペックを上げると、高コストになるとの意見

があった。 

80 ＣＳＭ（Clock Supply Module）は、デジタル網における通信品質を維持するため、交換機や伝送

装置等の設備を同期させるためのクロックを供給する装置。 
81 同様に、コア局におけるＣＳＭの接続方式も検討する必要がある。 
82 ＩＦ変換装置は、IEEE1588-2008（PTP）プロトコル対応装置であり、パケット網からクロック信号を

受信し２ＭＨｚのＩＦへ変換するもの。 
83 第七次モデル検討時、ＣＳＭは、ＩＦ変換装置を介してＰＴＮからＩＰ網経由で接続する方式とさ

れた。【資料１９】 
84 具体的には、「クロック擾乱（じょうらん）緩衝機能」（急激に変動するクロックを受信した場合であ

っても出力クロックを緩やかに追従させる機能）や「擾乱クロック流出防止機能」（クロック故障を検

出し速やかにクロック出力を停止する機能）を具備すべきとの意見があった。 
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クロックを専用線で伝達する場合、専用線網内のクロックに支障が出た場合には、

その影響を受ける可能性があるが、そうした構成を実際網において採用した実績が

なく、定かなことはわからないとの意見があった。他方、実績があるかどうかにかかわ

らず、専用線でクロックを伝達することができるのであれば、モデルとして採用してよ

いとの意見があった。 

 

また、接続方式を決める必要性に関して、次の①～④の意見があった。 

 

① クロック伝達方法を定めない場合には、クロック供給に係るコストが適切に算定さ

れない。 

 

② ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルや第七次モデル検討時のＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、クロック

伝達方法はモデル化されていないこと、また、実際のネットワークでは、一般にＳＤ

Ｈ85系伝送装置（ＡＤＭ・ＴＣＭ86等）からクロックを抽出する方法を採用しており、ＳＤ

Ｈ系伝送装置で伝送路が構築されている場合、詳細モデル化は不要。 

 

③ 接続方式等の必要性を議論する際の考え方として、合理的なモデルとは、適切

なサービスをできるだけ安い価格で提供できるようにするもの。モデルは現実を完

全にモデル化するものではない。現実に合わせつつ、全てを精緻に見ていくのでは

なく、モデルはモデルということで、ある程度割り切りを持ってモデル化すべき。 

 

④ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの議論が非常に細かいところまで行っている観がある。あまり

細かいところまで入っていかないというスタンスが重要。英国のＩＰ－ＬＲＩＣモデルは、

標準的で一般的なサービスを実現できるという点に重点を置き、割り切りを持って

作るスタンス。効率性は確保し、他事業者への影響を考えながら、バランスをとって

落としどころを見つけていくことが重要。 

 

議論の結果、特定のクロック伝達方法は定めないことについて、了承された。 

（３） 検討結果 

これまでのＬＲＩＣモデルではクロック伝達方法について未定義であること、さまざま

なクロック伝達方法があること等を踏まえ、今回のモデルでは特定のクロック伝達方

法は定めないこととし、モデルでは、ＣＳＭのコストのみ加算する。  

                                                  
85 ＳＤＨ：Synchronous Digital Hierarchy の略。ネットワーク全体の同期を前提とするデジタル多重

技術。 
86 ＴＣＭ：Terminating and Converting Module の略。伝送装置。 
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 ＣＷＤＭ構成における伝送帯域の按分方法等 

（１） 検討事項 

データ系サービスとの設備共用のモデルにおいては、伝送装置等の設備量の積

上げ方法と費用配賦の方法について、検討する必要がある。第七次モデル検討時の

ＰＴＮ構成では、伝送帯域の按分方法として、ＧＣ相当局（収容局）－ＩＣ相当局（コア

局）間は５２Ｍ単位で換算することとされている87。 

 

今般、ＣＷＤＭ構成を新たに採用することから、その伝送帯域の按分方法を新たに

検討する。その際、具体的な按分方法としては、 

案１ ＩＰ系（音声系＋ＡＤＳＬ＋光地域ＩＰ)と専用線系（専用線＋ＡＴＭ系）を５２Ｍ

パス換算帯域比で按分後、ＩＰ系を帯域（Mbｐｓ単位）比で按分する案 

案２ 第七次モデル検討時のＩＰ－ＬＲＩＣモデルの考え方を踏襲し、音声系とデー

タ系の５２Ｍパス換算帯域を算定しておき按分する案 

案３ ＩＰ系と専用線系を波長数比で按分後、ＩＰ系を帯域（Ｍｂｐｓ単位）比で按分

する案 

が考えられる88。 

（２） 主な意見 

【ア：案３とすべき（５２Ｍパス換算は不要）】 

 

ＣＷＤＭ構成は、音声サービスや光地域ＩＰサービスを束ねて波長を多重するもの

であり（図５－４）、パスという機能はないことから、ＣＷＤＭ構成における伝送帯域の

算定等において、５２Ｍパス換算をする必要はないとの意見があった。 

 

また、ＣＷＤＭは、従来のパスの概念ではなく波長による伝送が行われること、設

備量の算定が低速カード数（＝波長数）をもとに行われることを踏まえれば、費用配

賦も同一のドライバで行うことに一定の合理性はあるとの意見があった。 

 

                                                  
87 「長期増分費用モデル研究会モデル検討ワーキンググループ」報告書（平成２６年４月）第 III 章

第２節（１０）を参照。なお、第七次モデル検討時、換算単位として、ＰＴＮの帯域設定最小単位で

ある１Ｍ単位とする案や、ＰＴＮのインタフェース容量である１Ｇ又は１５６Ｍ単位とする案も提案さ

れたが、換算単位はＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルと同様とし、共用する各サービスに費用を配賦するこ

ととされた。 
88 具体的な按分方法のイメージは、【資料２０】を参照。 
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図５－４ ＣＷＤＭ構成の伝送方法 

 

【イ：「帯域とコストの関係」の考慮についての議論等が必要】 

 

一方、案３により算定する場合、例えば、同一波長に収容されるサービス間の費用

配賦を行う際、中継伝送専用機能の接続料算定に用いられている速度換算係数の

ように、同一パスを異なる帯域のサービスが共用する際に生じる効率性の違いを考

慮する必要性の有無等の課題があるとの意見があった。 

 

また、波長数で配賦するとした場合、利用する帯域がＩＰ系サービスと比較して著し

く小さい専用線等が１波長を占有することになり、専用線の負担が著しく上昇する可

能性があるため、設備共用の対象とされた全てのサービスが必ずしも効率的に提供

できている状況とはいえない可能性があるとの意見があった。 

 

さらに、ＩＰ系装置は大容量なものほど帯域当たりの装置単価は逓減する傾向があ

り、帯域差ほどコスト差は生じていないという「帯域とコストの関係」の考慮（ＮＴＴ東日

本・西日本のＮＧＮの接続料算定に用いられている帯域換算係数に類するもの）によ

りコスト配賦を行う必要性を議論・整理すべきとの意見があった。具体的には、高速

側ＩＦ等の複数のサービスで共用する部分は、単純帯域比ではなく、各サービスの帯

域の大きさによる「価格逓減への寄与度」を考慮してコスト配賦を行うことについて議

論・整理すべきとの意見があった。 

  

技術的に

異なる考え方

・10G伝送路をサービスごとに52Mパス単位の
帯域を専用に割付け

・CWDM低速側回線単位で波長を割付け
・10GbE回線を共用するサービスは帯域も共用

音声 ADSL 専用線

PTN

1GbE 1GbE STM-1

10GbE

2心 2波長
(送受)

10G

CWDM

1心

10GbE

共用収容ルータ
音声/ADSL/光地域IP

光地域IP 専用線

波長分離盤

STM-110GbE

2波長
(送受)

10G 2波長
(送受)

10G 2波長
(送受)

STM-1

第七次モデル検討時（PTN伝送） 今回のモデル見直し（CWDM伝送）

56



 

 
 

【ウ：「帯域とコストの関係」の考慮等の必要性に関する反対意見】 

 

これらの意見に対して、次の意見があった。 

 

速度換算係数は、伝送装置のコストを細かく下から積み上げず、伝送区間の需要

から簡易的に計算するために用いるもの。また、「帯域とコストの関係」の考慮は、

「価格逓減への寄与度」の考え方ではなく、帯域の小さい方がポートを多く作るために

コストが多くかかることを踏まえたコスト配賦を行うものと理解している。 

 

ＩＰ－ＬＲＩＣモデルは、各コストを精緻に下から積み上げて計算するものであり、そ

の計算にあっては、ＩＦやボードの数も考慮しており、速度換算係数を用いた簡易的な

方法による必要はない。同様に、「帯域とコストの関係」の考慮の必要はない。 

 

【エ：「帯域とコストの関係」の考慮の提案についての議論】 

 

これまでのＬＲＩＣモデルは、音声系とデータ系の主従関係無く、単に回線数比例で

コスト配賦をしており、その中に「帯域とコストの関係」の考慮を導入するならば、「帯

域とコストの関係」の考慮に関する具体的な提案がないと、これ以上検討が進まない

との意見があった。 

 

具体的なモデルの提案について、今すぐＬＲＩＣモデルに適用可能な係数の提案は

難しいが、仮に時間的制約などにより今回の検討を見送るのであれば、「帯域とコス

トの関係」を考慮する必要があること、モデルへの反映については今後の継続検討

課題とすべきとの意見があった。 

 

この意見に対して、これが課題であるということ自体にそもそも疑問があり、議論す

る時間が足りなかったということではない、ＷＧの議論においては、「帯域とコストの関

係」を考慮することが課題であるとの共通認識を得る段階には至らなかったとの意見

があった。 

 

また、「帯域とコストの関係」の考慮に関するモデルに組み込む具体的な提案は無

かった。 

（３） 検討結果 

ＩＰ系と専用線系を波長数比で按分後、ＩＰ系を帯域（Ｍｂｐｓ単位）比のみにより按分

する（ＣＷＤＭ構成の場合、音声サービスや光地域ＩＰサービスを束ねて波長を多重す
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るものであり、ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルで採用されているパスという機能はないことから、

５２Ｍパス換算は不要である。）。 

 

「帯域とコストの関係」の考慮（ＮＴＴ東日本・西日本のＮＧＮの接続料算定に用いら

れている帯域換算係数に類するもの）が必要との意見があったが、これに対する反

対意見があり、また、「帯域とコストの関係」の考慮の必要性の論拠が明確には示さ

れず、モデルに導入する具体的な提案もなかった。 
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 収容局の局舎タイプ及び電力設備構成の判定方法 

（１） 検討事項 

第七次モデル検討時のＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、収容局のうちＧＣ相当局89について

は、その局舎タイプは一律コンクリ複数階とし、その電力設備構成は大規模局電源設

備を設置することとされた。 

 

今般のモデル検討において、ＣＷＤＭ構成においてはＩＣ局経由で接続した方が経

済合理的なものとなるため、ＧＣ接続については算定しないモデルとしており（５．５

節）、ＩＰ－ＬＲＩＣモデル上、ＧＣ相当局がなくなることとなる。（表５－１） 

 

表５－１ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおける局舎の種類 

第七次モデル検討時の 

ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの局舎の種類 

 見直し後の 

ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの局舎の種類 

コア局 ・ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルのＩＣ

局と同じ位置 

・コールサーバ等の設備を設

置する局 

・相互接続機能を持つ 

 コア局 ・ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルのＩＣ

局と同じ位置 

・コールサーバ等の設備を設

置する局 

・相互接続機能を持つ 

収容局 ＧＣ 

相当局 

・実際のＧＣ局と同じ位置 

・音声収容装置、収容ルータ

等を設置する局 

・相互接続機能を持つ 

 収容局 ・音声収容装置、収容ルータ

等を設置する局 

・相互接続機能を持たない 

上記 

以外 

・音声収容装置、収容ルータ

等を設置する局 

・相互接続機能を持たない 

    

 

このため、今般のモデル見直しにおいて、収容局の局舎タイプの判定方法と電力

設備構成の判定方法について、検討する必要がある。 

  

                                                  
89 第七次モデル検討時における検討の結果、ＧＣ相当局は、実際のＧＣ局とされた。 
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【ア：局舎タイプの判定方法】 

 

収容局（一定の条件を満たす収容局90を除く。）の局舎タイプは、（案Ａ）「一律、経

済比較により、①コンクリ複数階と②プレハブ平屋を判定する案」と、（案Ｂ）「実際網

におけるＧＣ局の局舎タイプは、コンクリ複数階とし、それ以外の収容局の局舎タイプ

は、経済比較により、①コンクリ複数階と②プレハブ平屋を判定する案」のどちらにす

るかを検討する。（表５－２） 

 

また、経済比較91によらず、コンクリ複数階とすべき収容局があるとすれば、どのよ

うな条件を満たす局かを検討する。 

 

表５－２ 収容局の局舎タイプの判定方法 

案Ａ  案Ｂ 

コア局 ① コンクリ複数階 コア局 ① コンクリ複数階 

収容局 

（注） 

① コンクリ複数階 

② プレハブ平屋 

（経済比較により決定） 

収容局 

（注） 

実際網に

おけるＧＣ

局 

① コンクリ複数階 

上記以外 ① コンクリ複数階 

② プレハブ平屋 

（経済比較により決定） 

（注） 一定の条件を満たす収容局（脚注９０を参照）を除く。 

 

【イ：電力設備構成の判定方法】 

 

収容局の電力設備構成は、（案Ａ）「収容局（一定の条件を満たす収容局92を除く。）

の電力設備構成として、一律、小規模局電力設備とする案」と、（案Ｂ）「実際網におけ

るＧＣ局の電力設備構成は、大規模局電力設備とし、それ以外の収容局の電力設備

構成は、小規模局電力設備とする案」のどちらにするかを検討する。（表５－３） 

                                                  
90 第七次モデル検討時のＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおける収容局の局舎タイプの整理に倣い、音声収

容装置で１ラック、ＩＳＤＮ収容交換機で１ラック、伝送装置・Ｌ２ＳＷ・ルータで１ラックに収まる回線

数以下の局はＲＴ－ＢＯＸとする。また、無線設備併設局及び衛星通信設備併設局はコンクリ複

数階、離島単独局はプレハブ平屋とする。 
91 経済比較とは、ビルごとに、コンクリ複数階とした場合とプレハブ平屋とした場合のそれぞれの建

物と土地に係るコストを合算し、コストを比較するもの。具体的には、機械室建物面積にコンクリ複

数階建設単価又はプレハブ平屋建設単価等を乗じたコスト及び土地面積（機械室建物面積を容

積率で除したもの）に固定資産評価額等を乗じたコストに基づき、経済比較を行う。 
92 緊急通報設備やオペレーション設備を設置する収容局の電力設備構成は、大規模局電力設備

とする。 
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また、大規模局電力設備が必要な収容局があるとすれば、どのような条件を満た

す局か（緊急通報設備やオペレーション設備を設置する局以外に、大規模局電力設

備が必要な局はあるか。）を検討する。 

 

表５－３ 収容局の電力設備構成の判定方法 

案Ａ  案Ｂ 

コア局 大規模局電力設備 コア局 大規模局電力設備 

収容局 

（注） 

小規模局電力設備 収容局 

（注） 

実際網に

おけるＧＣ

局 

大規模局電力設備 

上記以外 小規模局電力設備 

（注） 一定の条件を満たす収容局（脚注９２を参照）を除く。 

 

なお、ＬＲＩＣモデルにおいて、大規模局電力設備は、整流装置やＵＰＳ（ＡＣ１００Ｖ）、

それらの蓄電池のほか、緊急通報設備用の直流変換電源装置やオペレーション設

備用のＵＰＳ（ＡＣ２００Ｖ）及びその蓄電池、発電装置、受電装置を有する。他方、小

規模局電力設備は、小規模局用電源装置とその蓄電池を有する。（図５－５） 

 

 

 

図５－５ ＬＲＩＣモデルにおける電力設備構成 
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（２） 主な意見 

【ア：案Ａとすべき】 

 

 次の①及び②の意見があった。 

 

① 見直し後のＩＰ－ＬＲＩＣモデルはＧＣ接続を想定しないことから、ＧＣ相当局も収容

局の一つと考えられ、実際網においてＧＣ局であるかないかは、局舎の設備構成を

決める上で意味を持たない。全ての収容局で設置される設備の種類は変わらない

ため、案Ａとすべき。ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルで、単純に経済比較をして判定していた

ならば、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルもそうすることが自然であり、新しいモデルも経済比較が

第一原則。 

 

② 収容局ごとの違いがあるとすれば、光地域ＩＰ需要があるかないかと、需要によっ

て設備量が異なる点。ＧＣ相当局は需要が集まる局であるから重要という考え方

はあるかもしれないが、装置が変わらないにもかかわらず、モデル上、ＧＣ相当局

の扱いが必要であれば、需要その他の理由による、何かしらのロジックが必要。 

 

【イ：案Ｂとすべき】 

 

 次の①及び②の意見があった。 

 

① ＧＣ接続がモデル化できないだけで、実際にＧＣ局がなくなるわけではないので、

従来の考え方を踏襲すべき。ＧＣ相当局を、コンクリ複数階で大規模局電力設備と

した理由は、事業用電気通信設備規則において、アナログ電話用設備として交換

設備を置く局にあっては、発電機や蓄電池それらに準ずる措置が必要とされてい

ることを踏まえたもの93。ＧＣ接続がモデル化できないからといって、局舎タイプや電

力設備構成の扱いを見直すべきではない。 

 

② 局舎タイプの判定方法について、モデルの中で拠点としての重要性を勘案した局

舎タイプの判定を行うことが必要。実際網においてＧＣ局が重要拠点として機能し

ていることに着目して、実際のＧＣ局をコンクリ複数階とする案Ｂとすることが適切。

収容局の局舎タイプについて経済比較のみで判定する場合、都道府県によってはＩ

Ｃ局を除く全ての収容局がプレハブ平屋になる可能性があり、各事業者の局舎構

成とはかけ離れたモデルになると想定。電力設備構成の判定方法についても、局

                                                  
93 事業用電気通信設備規則第１１条の規定（アナログ電話用設備等の停電対策）による。 
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舎タイプの判定方法と同様、実際網においてＧＣ局が重要拠点として機能している

ことに着目して、実際のＧＣ局を大規模局電力設備設置局とする案Ｂとすることが

適切。 

 

【ウ：ＧＣ／ＲＴ判定基準を採用】 

 

その他、収容局の局舎タイプについて、ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルにおける局舎種別判

定基準（ＧＣ／ＲＴ判定基準）を採用することが適当との意見があった。しかしながら、

ＧＣ／ＲＴ判定基準は、ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルで採用されている電話系サービスにお

ける投資額実績に基づき設定されたものであり、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルで使われるもので

はないので、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいて、ＧＣ／ＲＴ判定基準により局舎タイプを判定

する合理性は疑問との意見があった。 

 

【エ：ハブ局については、コンクリ複数階とすべき】 

 

また、物理的なネットワーク構成に基づく拠点の重要性を踏まえた判定方法も採用

し得る。見直し後のＩＰ－ＬＲＩＣモデルがコア局においてトラヒックを折り返すモデルに

なることを踏まえると、物理的な伝送路が経由するハブ局（県内網、幹線網、支線網

間の結節点となる局）は、ＧＣ局で折り返すＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデル以上に多くのトラヒッ

クが通過し、非常に重要な局になるため、ハブ局は全てコンクリ複数階にすべき。少

なくとも県内網と幹線網の結節点となるハブ局はコンクリ複数階とすべきとの意見が

あった。 

 

他方、電話系サービスにおいてハブ局は重要かもしれないが、他にもデータ系サ

ービスが重畳される中、ハブ局をコンクリ複数階にすることの合理性について疑問が

残るとの意見があった。 

 

なお、ハブ局が重要な拠点であるという主張はあったが、具体的なモデルを作るま

での提案はなく、また、重要度を示す客観的な指標の提案はない中で、対象となるハ

ブ局を決めていくことは現実的ではないとの意見があった。 

 

【オ：緊急通報設備及びオペレーション設備を設置する局の扱い】 

 

緊急通報設備やオペレーション設備を設置しない収容局を全て小規模局電力設備

とする場合、ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルにおける小規模局電源設備設置局数と大きく乖離

し、蓄電池保持時間の見直し等の新たな課題が生じるとの意見があった。 
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（３） 検討結果 

【ア：局舎タイプの判定方法】 

 

収容局の局舎タイプは、一律、経済比較により、コンクリ複数階又はプレハブ平屋

とする。ただし、次に掲げる収容局は、この限りでない。 

 

① 緊急通報設備、オペレーション設備を設置する局、無線設備併設局及び衛

星通信設備併設局はコンクリ複数階とする。 

② 離島単独局はプレハブ平屋とする。 

③ 音声収容装置で１ラック、ＩＳＤＮ収容交換機で１ラック、伝送装置・Ｌ２ＳＷ・ル

ータで１ラックに収まる回線数以下の局はＲＴ－ＢＯＸとする。 

 

【イ：電力設備構成の判定方法】 

 

収容局の電力設備構成は、一律、小規模局電力設備とする。ただし、緊急通報設

備及びオペレーション設備を設置する局は大規模局電力設備とする。 
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 その他検討事項 

（１） 検討事項 

今般のモデル見直しにおけるＩＰ－ＬＲＩＣモデルのネットワーク構成に関するその他

検討事項として、表５－４に掲げる詳細な検討項目について、検討する。 

 

表５－４ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのネットワーク構成に関する検討項目 

項目（項目数） 検討項目（括弧内は整理番号） 

１．全般的事項（９項目） アンバンドル要素に対応するネットワーク設備（１－１）／局舎

設備の算定方法等（１－２）／音声サービスの折り返し（１－

３）／データ系サービスの折り返し（１－４）／緊急通報設備の

設置場所（１－５）／ＧＣ接続に係る設備量等（１－６）／ＧＣ接

続トラヒックの扱い（１－７）／ＧＣ接続回線数の扱い（１－８）／

中継伝送専用機能の扱い（１－９） 

２．共用収容ルータ関係（９項

目） 

共用収容ルータの設置場所（２－１）／光地域ＩＰサービスの収

容方法（２－２）／光地域ＩＰサービスの収容ＩＦ（２－３）／ＡＤＳ

Ｌサービスの収容ＩＦ（２－４）／共用収容ルータと他の局内設

備の冗長構成（２－５）／共用収容ルータのボードの種類（２－

６）／共用収容ルータの設備量の算定方法（２－７）／共用収

容ルータのボードコストの算定（２－８）／共用収容ルータのユ

ニットコストの算定（２－９） 

３．共用コアルータ関係（６項

目） 

設備量の算定の要否（３－１）／局内設備との接続ＩＦ（３－２）

／共用コアルータのボードの種類（３－３）／共用コアルータの

設備量の算定方法（３－４）／共用コアルータのボードコストの

算定（３－５）／共用コアルータのユニットコストの算定（３－６） 

４．ＣＷＤＭ関係（７項目） 高速側の仕様（４－１）／伝送帯域の算定方法（４－２）／収容

局のＣＷＤＭの必要台数（４－３）／コア局のＣＷＤＭの必要台

数（４－４）／カードコスト及びＩＦコストの算定（４－５）／ユニッ

トコストの算定（４－６）／伝送帯域の按分方法（４－７） 

５．リピータ等・離島設備関係

（５項目） 

リピータ等の要否（５－１）／BACK-to-BACK 接続の形態（５－

２）／リピータ等の設備量（５－３）／離島設備とのＩＦ変換装置

の要否（５－４）／ＩＦ変換装置の設備量の算定方法（５－５） 

６．ＰＴＮ関係（５項目） 伝送帯域の算定方法（６－１）／カードの種類（６－２）／低速

カードコストの算定（６－３）／ユニットコスト及び高速カードコス

トの算定（６－４）／伝送帯域の按分方法（６－５） 
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７．伝送路関係（２項目） 伝送路に係る設備量の算定方法（７－１）／音声サービスとデ

ータ系サービスの按分方法（７－２） 

８．収容局兼コア局の装置間

接続方法（１項目） 

収容局兼コア局の装置間接続方法（８－１） 

９．音声品質関係（３項目） 音声サービスに必要な帯域（パケット優先係数の要否）（９－

１）／音声サービスとデータ系サービスの帯域の按分方法（９

－２）／ＣＳ（ＳＩＰサーバ）の設備量の算定方法（９－３） 

１０．Ｌ２ＳＷ関係（１項目） 収容局におけるＬ２ＳＷの設置の収容方法（１０－１） 

 

（２） 検討結果 

これらの検討事項について、主にサブＷＧにおいて検討を行い、了承された。検討

結果については、大部に渡るため、付属資料の【資料２１】～【資料２９】に記している。 
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５．２ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの音声品質確保 

（１） 検討事項 

１．２節で示したように、第七次モデル検討時において、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおける

音声品質を確保するための具体的な方式やコスト算定方法について、更に検討を進

めることが必要とされている。 

 

音声品質確保の方法として、一般に、優先制御により実現する方法と帯域制御に

より実現する方法が挙げられることから、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおける音声品質確保の

方法や帯域設計（収容設計）について、検討する。 

 

また、音声サービスの輻輳対策として、ＳＩＰサーバによる同時接続数制限を設ける

提案があったことを受け、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおける輻輳対策についても、検討する。 

（２） 主な意見 

【ア：優先制御と帯域制御、平常時の帯域設計】 

 

ＩＰ電話とブロードバンドサービスを共用する場合、ＩＰ電話の品質確保の手段として、

網内における優先制御（転送）や帯域制御（確保）が挙げられるが、法令上は、優先

制御又は帯域制御のいずれかを実現することで要件は満たされる。【資料３０】 

 

ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの音声品質確保の方法として、優先制御と帯域制御の両方によ

り実現することは過剰であり、より効率的に実現可能（コストミニマム）で多くの事業者

で採用されている優先制御により実現すべきとの意見があり、特段の異論はなかっ

た。 

 

また、平常時の帯域設計について、仮にＩＰ網においてデータ系サービスを含めた

品質確保を実現するためには、複数のレイヤ、多岐にわたる装置や網の設計ポリシ

ーを議論する必要があり、かつ、そのネットワークの維持に膨大なコストが必要となる

ことから、モデル上は、ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルの簡易な考え方を踏襲することが合理

的であるとの意見があった。 

 

議論の結果、ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルの考え方を踏まえ、音声サービスとデータ系サ

ービスの平常時におけるピークトラヒックの単純合算とすることについて、了承された。 
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なお、この考え方について、平常時のパケットが中継網で破棄されない前提であれ

ば、現時点では特段の意見はないが、今後のＩＰトラヒックの増加等の状況によっては、

サービスの品質について詳細に検討を行う必要が生じうるとの意見があった。 

 

【イ：輻輳対策】 

 

音声サービスとデータ系サービスを設備共用する場合、音声サービスの輻輳時に

音声収容装置が同時接続を制限できず音声トラヒックが増加することにより、ベストエ

フォートサービスとしてのデータ系サービスの品質が低下するおそれがあり、これを

避ける必要があることから、ベストエフォートサービスを含めた全てのサービスの品質

を確保すべきとの意見があった。 

 

その対策として、（案１）「アナログ音声を１００％疎通することを前提とした収容設

計をする案」と、（案２）「ＳＩＰサーバ等で音声収容装置単位に同時接続数を管理し輻

輳時の音声帯域を制限する案」の提案があった。これらの案は、第七次モデル検討

時にも提案されたものである94。【資料３１】 

 

案１は、全ての加入者が一斉に電話をかけても繋がる網を構築することを意味す

るものである。案１に関して、実際網では、今繋がっている呼を繋ぐための音声品質

確保は行われていても、全ての加入者が繋がる網にはなっていないはずであり、モデ

ルにおいて、案１は現実的ではないとの意見があった。 

 

案２に関して、実際のＮＧＮ（ひかり電話）における輻輳対策を確認した。例えば、

企画型輻輳95発生時は、特定番号へのトラヒックが一定数量以内となるよう、規制が

実施され、トラヒック制御システムとＳＩＰサーバとの連携等により、実現されている。 

 

これを踏まえ、案２をモデルに実装する場合、音声収容装置ごとのトラヒックを監視

する機能や、ＳＩＰサーバと輻輳状態にある音声収容装置を連携させ、当該音声収容

装置に収容される回線からの通信を制限する機能を追加する必要があると想定され

るとの意見があった。しかしながら、実現するための具体的な実装方法についての提

案はなく、同時接続を制限する機能を音声収容装置に具備するための改修コスト等、

新たな機能等の開発可否、開発可能な場合の具体的内容・コストを見積もることが難

                                                  
94 第七次モデル検討時、案１の考え方に基づくモデルをケースＢ、案２の考え方に基づくモデルを

ケースＡと呼称していた。 
95 企画型輻輳とは、特定ユーザへの着信が集中した場合に起こる輻輳のことをいう。例えば、イベ

ント時やチケット販売開始時の呼に対して起こる輻輳を指す。 
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しい状況であるため、これらの機能について、具体的な検討を進めることは困難との

意見があった。 

 

この意見に対して、第七次モデル検討時とは違い、ＳＩＰサーバの同時接続数制限

を設けることにより、同時接続数を超えるパケットが共用コアルータに入ることはない

こと、仮に特定の音声収容装置でトラヒックが集中しても、今般のモデル見直しでは、

音声サービスの優先制御を行うことから、音声品質確保は可能との意見があった。 

 

あわせて、これまでのＬＲＩＣモデルの検討では、共用される側のデータ系サービス

の品質については立ち入っておらず、データ系サービスへの影響を見る必要はない

との意見、実際網ではＬ３ネットワークを目的とした収容局単位の音声同時接続制御

は行っていないとの意見、必ずしも音声収容装置により制御する必要はないとの意

見があった。 

 

【ウ：パケット優先係数】 

 

パケット優先係数96（音声サービスにコストの重み付けをする係数）を設定する必要

性についての議論があった。 

 

パケット優先係数を設定してよいとの意見に対して、音声品質確保を優先制御で

行う際、パケット優先に係るコストは発生しないと考えられるが、コストの発生に忠実

であれば、設定自体を否定するものではないとの意見があった。 

 

具体的に設定されるパケット優先係数については、議論の上、決定することが適当

との意見があり、関係事業者に入力値の募集を行った結果、１．０がよいとする提案

があり、それ以外の値の提案はなかった。 

  

                                                  
96 音声サービスにコストの重み付けをする係数として、当初は「ＱｏＳ係数」「ＱｏＳ換算係数」という

用語を用いて検討を行っていたが、ＮＧＮの接続料算定で用いられている「ＱｏＳ換算係数」との

混同を避けるため、「パケット優先係数」という用語を用いることとした。 
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（３） 検討結果 

【ア：音声パケットの優先制御と平常時の帯域設計】 

 

音声品質確保は、音声パケットの優先制御により行う。また、平常時の帯域設計は、

ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルの考え方を踏まえ、音声サービスの必要帯域97とデータ系サー

ビスの必要帯域98の単純合算とする。 

 

【イ：輻輳対策】 

 

原則として、ＳＩＰサーバにおける同時接続数制限と音声パケットの優先制御機能

により、音声サービスの輻輳対策を実現することが可能。 

 

ただし、企画型輻輳のように、特定の音声収容装置に着信が集中する場合におい

て、ＳＩＰサーバの同時接続数制限を超える場合に呼損が発生する可能性やネットワ

ークにおけるデータ系サービスの品質低下が起きる可能性がある。（表５－５） 

 

表５－５ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおける音声品質確保等 

 平常時 音声サービスの輻輳時 

音声サービス 品質確保可能 

（原則、パケットロスは 

発生しない） 

原則、品質確保可能 

ただし、呼損が発生する可能性

あり（ＳＩＰサーバの同時接続数 

制限を超える場合） 

データ系サービス 

（ベストエフォートサービス） 

品質低下が起きる 

可能性あり 

ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおける 

品質確保の方法 

音声サービスの必要帯域と 

データ系サービスの必要帯域の 

単純合算により帯域設計 

ＳＩＰサーバにおける同時接続数

制限と音声パケットの優先制御

機能を具備 

 

【ウ：パケット優先係数】 

 

パケット優先係数（音声サービスにコストの重み付けをする係数）を設けることとし、

複数事業者からの入力値提案を踏まえ、パケット優先係数は１．０とする。 

                                                  
97 音声サービスの必要帯域とは、BHE（Busy Hour Erlang：最繁時呼量）（１日のうちで電話網が最

も混雑する時間帯の中の連続した１時間の呼量）を踏まえた帯域。 
98 データ系サービスの必要帯域とは、ピーク時間帯における１回線当たり速度を踏まえた帯域。 
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５．３ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの安全・信頼性の確保 

 

第七次モデル検討時のＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、全ての収容局にＬ２ＳＷを設置する

こととされている。 

 

しかし、音声収容装置が２台までの収容局99には、モデル効率化の観点から、音声

収容装置を集約するためのＬ２ＳＷは不要であるため、当該収容局には、Ｌ２ＳＷを設

置しないよう、モデルを見直すとの提案があった。（図５－６） 

 

 

 

図５－６ Ｌ２ＳＷの設置台数の見直し 

 

当該提案の検討を行うに当たって、まず、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの安全・信頼性の確保

に関する基本的考え方について、検討を行う。 

  

                                                  
99 音声収容装置１台当たりの収容回線数は５１２回線である。また、平成２８年度接続料算定に用

いた回線数に基づく収容回線数が１，０００回線以下の局は、約３，２００局ある。 

＜見直し後＞

収容ルータ 収容ルータ

音声収容装置

アナログ回線

音声収容装置

＜現行＞

収容ルータ 収容ルータ

音声収容装置

アナログ回線

音声収容装置

L2SW L2SW

（注） 点線の装置は、冗長化によるもの

71



 

 
 

 安全・信頼性の確保に関する基本的考え方 

（１） 検討事項 

ネットワークの安全・信頼性の観点や障害発生時の影響範囲を最小化する観点か

ら、設備の冗長化や分散収容等を考慮する必要がある（この考え方は、第七次モデ

ル検討時のＩＰ－ＬＲＩＣモデルでも考慮されている。）。 

 

その際、モデルで採用する装置は、モデルで想定されている利用用途に相当する

ものとして現に事業者で採用されている装置とし、冗長系等の設備構成は、信頼性を

考慮して現に事業者で採用されている方式であることが必要との提案があったことか

ら、安全・信頼性の確保に関する基本的考え方について、検討する。 

（２） 主な意見 

装置単体の安全・信頼性に加え、装置の利用条件や冗長系を含めた設備構成に

おけるネットワークの安全・信頼性を考慮すべきとの意見があった。 

 

ネットワークの安全・信頼性の確保について、モデル検討における基本的事項の

「３ 関係法令との整合」にあるとおり100、技術関係法令や接続関係法令等の法令と

の整合性が取れていればよく、現にキャリアで採用されている装置は法令に準拠した

信頼性を有しているため、ネットワークの安全・信頼性の確保という観点からモデルを

構成する設備として判断して問題ないとの意見があり、特段の異論はなかった。 

 

また、ネットワークの安全・信頼性確保を考慮した少なくとも有力事業者で採用され

ている例が稀でない技術、使用実績のある機器を採用すればよいとの意見があり、

特段の異論はなかった。 

（３） 検討結果 

モデルで採用する装置や設備構成は、技術基準を満たしており、現に主要事業者

で採用されているものとする。 

 

                                                  
100 第３章（４）表３－５を参照。 
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 音声収容装置用Ｌ２ＳＷの必要台数 

（１） 検討事項 

音声収容装置が１台又は２台の収容局には音声収容装置用Ｌ２ＳＷを設置しない

ようロジックを見直すとの提案があり、この提案について、検討する。 

（２） 主な意見 

Ｌ２ＳＷの設置数の見直しについて、音声収容装置に収容される回線数が収容上

限に近い場合、需要変動によって設置台数及びＬ２ＳＷの設置有無が頻繁に変動す

ることになるため、それを避ける観点から、Ｌ２ＳＷを最低限１台設置すべきとの意見

があった。 

 

他方、Ｌ２ＳＷを設置しないことにより、モデル効率化が図られるだけでなく、障害ポ

イントが減少するといった可用性向上や遅延の極小化といった品質向上が図られる

ことから、現に主要事業者で採用されている設備構成に基づき、音声収容装置が１

台又は２台の収容局には音声収容装置用Ｌ２ＳＷを設置する必要はないとの意見が

あり、特段の異論はなかった。 

（３） 検討結果 

音声収容装置が１台又は２台の収容局には、Ｌ２ＳＷを設置しない。 
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 収容局／コア局の伝送装置の必要台数 

（１） 検討事項 

ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直しに伴い必要となる収容局のＣＷＤＭの必要台数及び冗

長構成を想定してコア局間の渡り回線・共用収容ルータ間の渡り回線を設けることに

ついて、検討する。 

（２） 主な意見 

収容局のＣＷＤＭの必要台数については低速側の必要カード数により必要台数を

算定し、また、冗長構成は収容局にＣＷＤＭを２台設置し、それぞれ異なるコア局に

接続すべきとの意見があり、特段の異論はなかった。（図５－７） 

 

 

図５－７ 収容局／コア局の冗長構成 

（３） 検討結果 

収容局のＣＷＤＭの必要台数は、低速側の必要カード数により必要台数を算定す

ることとし、収容局／コア局の伝送装置の必要台数は、図５－７の冗長構成を勘案し

て算定する（また、ＰＴＮ網についても、第七次モデル検討時のＩＰ－ＬＲＩＣモデルより

安くなるＣＷＤＭ網と同等の冗長構成に見直す。）。  

音声
収容装置

（注１）

光地域IP
装置
（注１）

光地域IP
装置

共用収容
ルータ

共用収容
ルータ

CWDM CWDM

CWDM
共用コア
ルータ

共用コア
ルータ

CWDM

CWDM CWDM

収容局

コア局１ コア局２

（注２）

（注１） 図の簡便化のため、ISDN収容交換機及びADSL装置は割愛している。

（注２） 共用収容ルータと各収容装置の間にL2SWを置く場合がある。
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５．４ 音声収容装置・ＩＳＤＮ収容交換機の耐用年数の見直し 

 

ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、音声収容装置101、ＩＳＤＮ収容交換機102の耐用年数は、法

定耐用年数が用いられている103。 

 

これらの設備の耐用年数について、設備の使用実態に即した経済的耐用年数とす

べきとの提案があった。 

 

この提案を受けて、関係事業者から使用実態に即した経済的耐用年数の推計結

果が提出された。具体的には、音声収容装置については投資額加重平均による平均

利用年数としての推計結果104が、ＩＳＤＮ収容交換機については設備量加重平均によ

る平均利用年数としての推計結果及び増減法による推計結果が提出された。 

（１） 検討事項 

関係事業者から提出された推計結果に基づき、次の①～③について、検討する。 

 

① ＬＲＩＣモデルで通常採用されている増減法、修正増減法、撤去法ではなく、平

均利用年数により推計を行ってよいかどうか（平均利用年数により算定する際、

投資額加重平均とするか、設備量加重平均とするか。）。 

 

② 音声収容装置の経済的耐用年数の算定において、撤去された実績は平均利

用年数による算定では考慮していないこと、現に事業者においては音声収容装

置を使用していないことについて、どう考えるか。 

 

③ ＩＳＤＮ収容交換機は撤去の実績がなく、その場合の経済的耐用年数の推計方

法はどうあるべきか。 

 

                                                  
101 かつて、事業者において音声収容装置が使用された実績はあるが、現在は、事業者において

音声収容装置は使用されていない。 
102 ＩＳＤＮ収容交換機は、撤去の実績がない。 
103 具体的には、音声収容装置（ハードウェア）の（法定）耐用年数は９年、ＩＳＤＮ収容交換機（ハ

ードウェア）の（法定）耐用年数は９年とされている。【資料３２】 
104 推計結果において、撤去された実績は平均利用年数による算定では考慮されていない。 

75



 

 
 

（２） 主な意見 

音声収容装置、ＩＳＤＮ収容交換機の経済的耐用年数の推計に当たっては、原則と

して撤去を考慮した修正増減法による推計を行うことが適当であるとの意見があった。 

 

他方、ＩＳＤＮ収容交換機に関して、初めて設置を行ってから撤去実績がなく、また、

仮に増減法で試算する場合も、毎年度の新規取得量にばらつきがあるため、現時点

で経済的耐用年数を決めることは困難であり、撤去の実績が出てきた時点で、再度、

経済的耐用年数の見直しの機会をいただきたいとの意見があった。 

 

また、音声収容装置の経済的耐用年数の推計結果について、平均利用年数によ

り推計した推計結果は、撤去実績が考慮されていない分だけ長くなっていると考えら

れるため、これを経済的耐用年数とするのは適切でないとの意見があった。他方、音

声収容装置については、実際に利用されている設備は少なくなっており、新規投資が

抑制されていると想定されることから、新規投資抑制を考慮した補正措置を併せて導

入すべきとの意見があった。 

 

議論の結果、今次は経済的耐用年数の見直しは行わないこととし、今後、使用実

績のデータが十分に揃った時点で再検討する旨、了承された。 

（３） 検討結果 

音声収容装置やＩＳＤＮ収容交換機の経済的耐用年数の推計に用いる撤去実績等

のデータが十分にないことから、今次は経済的耐用年数の見直しは行わないこととし、

今後、使用実績のデータが十分に揃った時点で再検討することが適当である。 
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５．５ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのコスト算定対象とするサービスや機能の範囲 

（１） 検討事項 

１．２節で示したように、第七次モデル検討時において、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルではコス

トを算定することができないアンバンドル機能の扱い等について、更に検討を進める

ことが必要とされている。 

 

このため、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでコスト算定対象とするサービスや機能の範囲を検討

することとし、その際、ＰＳＴＮで必要な接続機能についてコスト算定するという前提を

踏まえつつ、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルで該当機能の合理的なコスト算定が可能かを考慮し、

検討する。 

 

【ア：ＩＳＤＮや付加的なサービスのコスト算定】 

 

第七次モデル検討時にも、算定対象とするサービスや機能の検討が行われ、ＰＳＴ

Ｎ－ＬＲＩＣモデルが算定対象とするサービス（加入電話・ＩＳＤＮ・公衆電話等）や事業

用電気通信設備規則等でＰＳＴＮが具備すべきとされている機能（緊急通報・局給電・

災害時優先通信等）については、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいても算定対象とするサービ

スや機能とすることとされた105。 

 

２．３．１項に示すように、現在、ＰＳＴＮからＩＰ網への円滑な移行の在り方について

検討が行われているところであり、本研究会においても、その検討状況を踏まえ、より

効率的なモデルを検討する必要がある。例えば、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいて、ＩＳＤＮ

に係るコストが全体のコストに占める割合が少なくないことから、ＩＳＤＮのコスト算定

に係るモデル化についての検討が必要である。 

 

【イ：ＧＣ接続のコスト算定】 

 

モデルの見直しにより、今次のＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直しにおいては、ＧＣ接続（Ｇ

Ｃ局における相互接続）の経済合理性が成り立たないことから、ＧＣ接続に係るコスト

算定についての整理が必要である。（図５－８） 

 

                                                  
105 第七次モデル検討時、時報、天気予報、電報、ナンバー・ディスプレイといった付加的なサービ

スについては、原則としてモデル検討の対象外とされた。 
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図５－８ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおける接続形態（ＧＣ接続・ＩＣ接続） 

 

【ウ：中継伝送専用機能等のコスト算定】 

 

ＰＳＴＮに係るアンバンドル機能のうち、中継伝送専用機能や信号伝送機能は、ＩＰ

網を前提とするネットワークではモデル化が困難であることから、これらの機能に係る

コスト算定についての検討が必要である。（図５－９） 

 

 

 

図５－９ ＬＲＩＣモデルの主な設備構成とアンバンドル機能 

IC局

PTN(10Gリング)

収容局

GC局 収容局

収容局

IC局

収容局 収容局 収容局 収容局

10G×n10G×n10G×n10G×n
ルータ

ルータ

ルータ ルータMGW(IC)

MGW(GC)

GC接続

IC接続

MGW(IC)

ルータ

IC接続

ルータ

MGW(GC)

GC接続

GC接続をモデル化しても

IC局経由のルートとなるため、

GC接続の経済合理性が成

り立たない

IP-LRICモデル（第七次モデル検討時） IP-LRICモデル（今回）
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（２） 主な意見 

これらの検討事項を整理するに当たり、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの検討の考え方に関す

る次の意見があった。 

 

【ＰＳＴＮからＩＰ網への移行に伴うモデル検討の在り方】 

 

将来に向けて不要となる機能も含めてモデルを作るべきか、検討が必要であるが、

今回のモデル見直しの目的はＰＳＴＮの接続料算定に使えるモデルを検討することに

あるとの意見があった。 

 

【モデルにおいて全ての機能・サービスを精緻に実現すべきかどうか】 

 

ＬＲＩＣの導入趣旨が「実際のネットワークにおける非効率性の排除」にあることを踏

まえれば、現実に構築可能なネットワークであり、実際にベンチマークとして用いるこ

とが可能なものとする必要がある、少なくとも平成３１年度時点でＰＳＴＮ交換機を用

いて提供していると想定する全ての機能・サービスを実現可能なものとする必要があ

るとの意見があった。 

 

他方、これまでＰＳＴＮに係る機能をＩＰ－ＬＲＩＣモデルで全て実現すべきかどうか議

論が行われてきたが、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行が進展する過程で、ＩＰ－ＬＲＩＣモデ

ルにおいても、全ての機能・サービスを精緻に実現することにこだわらず、新しいもの

が活きる形で現実的にモデルを議論すべきとの意見があった。 

 

【モデルで算定できないサービスや機能の扱い】 

 

英国の事例のように、標準的で一般的なサービスを実現できるという点に、モデル

の重点を置いて考えて行く方法もある、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルで対応できないところは、ＩＰ

－ＬＲＩＣモデル以外のいろいろな手段で代替させる形もあってよいとの意見があった。 

（３） 検討結果 

【ア：ＩＳＤＮや付加的なサービスのコスト算定】 

 

現実にＩＳＤＮ対応端末へのサービス提供が見込まれることをモデル上折り込むこ

ととし、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおいてコスト算定対象とするサービスや機能については、

ＰＳＴＮで必要な接続機能についてコストを算定するという前提を踏まえ、ＰＳＴＮ－ＬＲ
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ＩＣモデルが算定対象とするサービス（加入電話、ＩＳＤＮ等）の需要を見込むこととする。 

 

コスト算定においては、日本における実際のＩＳＤＮの伝送方式（時分割制御伝送

方式。ピンポン方式ともいう。）を考慮しており、収容局において、アナログ回線を音声

収容装置に、ＩＳＤＮ回線をＩＳＤＮ収容交換機に収容するモデルとなっている。英国のＩ

Ｐ－ＬＲＩＣモデルのように106、アナログ回線とＩＳＤＮ回線107等を単一の装置108に収容で

きれば、より効率的なモデルとなる可能性があるが、アナログ回線と時分割制御伝送

方式によるＩＳＤＮ回線を単一の装置に収容可能なものは、本研究会において現時点

では把握されていない。このため、今回のモデルでは、収容局に音声収容装置とＩＳＤ

Ｎ収容交換機を設置することとしている。 

 

なお、平成２９年一次答申に示されているように、今後、接続料算定にＬＲＩＣモデル

を適用する場合には、引き続き、接続料原価における非効率性の排除を図り、接続

料算定の対象とするサービスや機能の範囲について、整理することが必要である。 

 

【イ：ＧＣ接続のコスト算定】 

 

ＣＷＤＭ構成においてはＩＣ局経由で接続した方が経済合理的なものとなるため、Ｇ

Ｃ接続（ＧＣ局における接続）に係るコストについては算定しないモデルとする。 

 

【ウ：中継伝送専用機能等のコスト算定】 

 

中継伝送専用機能は、加入者交換機と中継交換機間の伝送路設備を特定の電気

通信事業者が専用して利用し通信を伝送する機能である。イのとおり、今回ＧＣ接続

に係るコストについては算定しないモデルとすることから、ＧＣ局とＩＣ局との間の伝送

路を専用して利用し通信する機能を設ける必要はないと考えられる。このため、当該

機能のコスト算定は要しない。 

 

また、信号伝送機能は、共通線信号網を利用する機能である。ＩＰ網においては、こ

の機能と同等の機能を実現する網構成を必要としないことから、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルに

おいて、当該機能のコストは算定しない。 

 

  

                                                  
106 ２．３．２項（２）を参照。 
107 英国におけるＩＳＤＮの伝送方式（エコーキャンセラー方式）は、日本におけるＩＳＤＮの伝送方

式とは異なる。 
108 英国のＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、ＭＳＡＮ（Multiple Service Access Node）が採用されている。 
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第６章 モデル見直しの評価 

 

 

６．１ ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルの試算結果 

（１） 試算結果 

ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルの試算結果は、次のとおりである。（表６－１） 

 

表６－１ 試算結果（現行モデルと見直し後モデルの比較） 

 現行モデル（第七次モデル） 見直し後モデル 

トラヒック Ｈ２８下＋Ｈ２９上109 Ｈ２８下＋Ｈ２９上 

ネットワークコスト 約１，８９６億円 約１，８０６億円 

接続料原価 約１，２４２億円 約１，１８０億円 

 

今般のモデル見直しにより、ネットワークコストは約９０億円の減少、接続料原価は

約６２億円の減少の見込みである。 

（２） 試算結果の評価 

今般のモデル見直しによる主なコスト変動要因は、次のとおりである。（表６－２） 

 

【ア：電力設備等の耐用年数の見直しによるもの（４．２節関連）】 

  

電力設備等の耐用年数の見直しにより、ネットワークコストは約８３億円の減少、接

続料原価は約５８億円の減少の見込みである110。今般のモデル見直しによるコスト減

少の影響が最も大きいものである。 

  

                                                  
109 試算に用いたトラヒック（回線数、通信量等）については、過去のトレンドによりＨ２８下＋Ｈ２９上

（平成２８年度下期＋平成２９年度上期）を推計。 
110 電力設備等の経済的耐用年数は、ＷＧにおいて事業者から提案のあった推計値を暫定的に

用いたものである。 
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【イ：その他ＬＲＩＣモデルの見直しによるもの（４．３節関連）】 

  

駐車スペースのコスト配賦方法の見直しや局舎に設置する電力設備の仕様の追

加により、ネットワークコストは約７．７億円の減少、接続料原価は約５億円の減少の

見込みである。 

 

他方、ＲＴ局の蓄電池保持時間の長延化により、ネットワークコストは約０．８億円

の増加、接続料原価は約０．５億円の増加の見込みである。 

 

表６－２ 見直し項目ごとのネットワークコスト・接続料原価への影響 

 ネットワークコスト 接続料原価 

電力設備等の耐用年数の見直し 約８３億円減 約５８億円減 

駐車スペースのコスト配賦方法の見直し 約０．４億円減 約０．２億円減 

局舎に設置する電力設備の仕様の追加 約７．３億円減 約４．８億円減 

ＲＴ局の蓄電池保持時間の長延化 約０．８億円増 約０．５億円増 

合計 約９０億円減 約６２億円減 
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６．２ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの試算結果 

（１） 試算結果 

ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの試算について、ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルの試算結果に相当する

ネットワークコストや接続料原価の試算を行うには、今般のモデル見直しの検討結果

に基づき、具体的なモデルの改修を行う必要があるため、現時点ではそれらのコスト

を算定することは困難である。 

 

このため、５．１．１項で検討を行った検討案１（音声サービスと一部のデータ系サ

ービスを収容局にある共用収容ルータに収容）の音声コストと、第七次モデル検討時

のＩＰ－ＬＲＩＣモデルにおける設備の音声コストの比較を行った。（図６－１） 

 

 

 

図６－１ 試算結果（音声コストの比較） 

 

一定の条件（脚注７５～脚注７７参照）のもとで試算を行ったところ、第七次モデル

検討時のものと比べて、今次見直しの検討案１は６府県で２億円程度の減少となった。 

（２） 試算結果の評価 

モデル見直しによる接続料原価の全体の減少額の評価は、モデルプログラムの構

築を待つ必要があるが、光地域ＩＰ需要のある収容局に共用収容ルータやＣＷＤＭを

設置し、音声サービスとデータ系サービスの設備を共用することにより、数十億円程

度減少すると見込まれる。 

 

特に、光地域ＩＰ需要のある収容局が多い傾向にある都市部において、モデル見直

しによるネットワークコストや接続料原価の減少の効果が大きいと考えられる。 

 

（億円）
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0

2

4

今次見直しの

検討案１

第七次モデル

検討時のもの
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その他、音声収容装置用Ｌ２ＳＷの必要台数の見直し等により、接続料原価の減

少が見込まれる。 

 

今後、見直し後の改修モデルが構築された時点で、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの試算結果

の評価と、ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルの試算結果とＩＰ－ＬＲＩＣモデルの試算結果の比較を

行う必要がある。 
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第７章 今後の検討課題と留意点 

 

 

７．１ ＬＲＩＣモデルに関する検討課題 

 

本研究会は、平成３１年度以降の接続料算定に適用可能なＬＲＩＣモデルの検討と

して、ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルの見直しとＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直しの検討を行った。 

 

ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルについては、これまでの検討と同様、非効率性の排除等の

観点から、より効率的なモデルとなるよう、電力設備等の耐用年数の見直し等を行っ

た。今後、電力設備等の耐用年数については、推計に用いる期間を適切に選択した

上で、入力値を決定する必要がある。 

 

ＩＰ－ＬＲＩＣモデルについては、第七次モデル検討時と同様、ＰＳＴＮに係るコストを

算定することを目的とし、データ系サービスとの設備共用を行う見直し等を行った結

果、第七次モデル検討時と比べてより効率的なネットワークモデルとなる見込みとな

った。今後、今般の検討結果を踏まえ、具体的なモデルの改修を行う必要がある。ま

た、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルによりアンバンドル機能等のコスト算定を行う場合には、７．２節

に示す留意点が挙げられる。 

 

なお、今後のＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展の動向、ＩＰ網に関する技術動向によ

っては、今回見直しを行ったＩＰ－ＬＲＩＣモデルに比べてより効率的なモデルを構築す

ることができ、また、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの留意点についても実際の動向を踏まえたも

のとすることも期待できる。 

 

したがって、今後、ＬＲＩＣモデルの見直しを行う際には、こうした動向を踏まえつつ、

コスト算定対象とするサービスや機能の範囲の整理等を行い、環境の変化に適切に

対応したモデルとなるよう、検討がなされることが望まれる。 
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７．２ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの留意点 

 

ＩＰ－ＬＲＩＣモデルについては、次の留意点が挙げられる。接続料算定等にＩＰ－ＬＲ

ＩＣモデルを適用する場合には、留意が必要である。 

（１） アンバンドル機能のコスト算定に係る留意点 

５．５節に示したように、一部のアンバンドル機能に係るコスト算定は行わないモデ

ルとしていることに、留意が必要である。 

 

具体的には、ＧＣ接続（ＧＣ局における接続）をモデル化しても、ＧＣ接続の経済合

理性が成り立たず、ＧＣ接続に係るコストについては算定しない。 

 

また、中継伝送専用機能について、今回ＧＣ接続に係るコストについては算定しな

いモデルとすることから、ＧＣ局とＩＣ局との間の伝送路を専用して利用し通信する機

能を設ける必要はないと考えられるため、当該機能のコスト算定は要しない。信号伝

送機能について、ＩＰ網においては、当該機能と同等の機能を実現する網構成を必要

としないことから、当該機能のコストは算定しない。 

（２） ネットワーク構成に係る留意点 

第七次モデル検討時、以下の項目について、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの留意点が示され

ており、これらの項目については、今次のモデルにおいても、モデル化されていない

ことについて、留意が必要である。 

 

【ア：ＦＲＴからの光回線の収容方法に係る留意点】 

 

ＦＲＴ（き線点遠隔収容装置）から収容局までの光回線は、収容局にある音声収容

装置及びＩＳＤＮ収容交換機でも収容可能と仮定したモデルとなっている。実際に実在

する音声収容装置及びＩＳＤＮ収容交換機は、メタル回線に対応したインタフェースを

有するものしかなく、光回線に対応したインタフェースを有するものは、本研究会にお

いて現時点では把握されていない。このため、そのような仮定のもとでコスト算定を行

っていることに、留意が必要である111。 

 

                                                  
111 「長期増分費用モデル研究会モデル検討ワーキンググループ」報告書（平成２６年４月）第 III

章第１節及び第 IV 章第１節（２）を参照。 
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【イ：緊急通報や公衆電話に係る留意点】 

 

緊急通報機能のうち災害時による二重故障時の迂回接続対応機能112や接続先指

令台の選択機能113、公衆電話の課金情報の伝送方法や硬貨収納信号の送出方法

等について、現時点ではＩＰ網での実現方法が確定されていないことから、モデル上、

これらを具備するためのコスト算定を行うことが困難であることに、留意が必要である
114。 

 

【ウ：事業者間精算機能に係る留意点】 

 

事業者間精算機能にはＩＳＵＰ115パラメータが必要であるが、ＩＳＵＰパラメータのうち

一部のパラメータはＳＩＰ上での標準化対応が行われておらず116、現時点ではＩＰ網で

の事業者間精算機能の実現方法が確定されていないことから、モデル上、当該機能

に係るコスト算定を行うことが困難であることに、留意が必要である117。 

 

                                                  
112 二重故障時の迂回接続対応機能とは、１つの指令制御装置を２つのＩＳＤＮ収容交換機に収容

する構成（交換機の２ルート化）となっているところ、災害等で２ルートとも故障した場合に、受付台

以外の電話へ接続するための機能をいう。 
113 接続先指令台の選択機能とは、発信元電話番号からエリアコードを特定し、当該エリアコード

に紐付く接続先指令台を選択する機能をいう。 
114 「長期増分費用モデル研究会モデル検討ワーキンググループ」報告書（平成２６年４月）第 III

章第２節（１２）並びに第 IV 章第１節（５）及び（６）を参照。 
115 ＩＳＵＰ（ISDN User Part）は、呼制御プロトコルの一つ。 
116 例えば、逆方向呼表示や順方向呼表示等のＩＳＵＰパラメータはＴＴＣ（情報通信技術委員会）

標準とされているが、メッセージ種別や課金情報等のＩＳＵＰパラメータは現時点では標準化され

ていない。 
117 「長期増分費用モデル研究会モデル検討ワーキンググループ」報告書（平成２６年４月）第 IV

章第１節（７）を参照。 
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伊藤 陽彦 ネットワーク事業推進本部 設備企画部 

担当部長 

 

【オブザーバー】 

（敬称略） 

会社名 氏 名 役 職 

株式会社三菱総合研究所 西角 直樹 社会ＩＣＴ事業本部 主席研究員 

吉田 正子 社会ＩＣＴ事業本部 嘱託研究員 
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参考資料４ 

 

長期増分費用モデル研究会 開催状況 

 

（モデル見直し関連に限る。） 

開催日時 主な検討内容 

第５６回 

平成２８年１０月２２日 

○ 次期長期増分費用モデルの検討について 

・長期増分費用モデルの見直しに向けた検討の方

向性について 

・モデル検討ワーキンググループの設置 

第５７回 

平成２９年２月１３日 

○ 長期増分費用モデルの見直しの検討状況につい

て 

・モデル検討ワーキンググループにおける検討状況

の中間報告 

第５８回 

平成２９年６月２日 

○ 長期増分費用モデル研究会報告書（案）について 

・モデル検討ワーキンググループ取りまとめ報告 

・長期増分費用モデル研究会報告書（案）の審議 

第５９回 

平成２９年７月１１日 

○ 長期増分費用モデル研究会報告書（案）について 

・報告書（案）に対する意見及びそれらに対する考え

方（案）について 
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参考資料５ 

 

長期増分費用モデル研究会 

モデル検討ワーキンググループ 開催状況 

 

開催日時 主な検討内容 

第１回 

平成２８年１１月２４日 

○ 長期増分費用モデルの見直しについて 

・各事業者からのＬＲＩＣモデル見直しの提案 

・諸外国の固定電話網におけるＬＲＩＣモデルの最新

動向等 

第２回 

平成２８年１２月１５日 

○ 長期増分費用モデルの見直しについて 

・提案内容に対する各事業者からの質問・意見 

・ＬＲＩＣモデルの見直しに係る論点整理 

・サブワーキンググループの設置 

第３回 

平成２９年１月１７日 

○ 長期増分費用モデルの見直しについて 

・サブワーキンググループにおける検討状況報告 

・研究会の中間報告に向けた論点整理 

第４回 

平成２９年２月１６日 

○ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直しについて 

・ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのネットワーク構成や音声品質確

保の検討 等 

○ その他ＬＲＩＣモデルの見直しについて 

・電力設備等の経済的耐用年数の検討 等 

第５回 

平成２９年３月２９日 

○ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直しについて 

・ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのネットワーク構成案に基づくコ

スト試算結果 等 

○ その他ＬＲＩＣモデルの見直しについて 

・電力設備等の経済的耐用年数の検討 等 

第６回 

平成２９年４月２５日 

○ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直しについて 

・ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのネットワーク構成案に基づくコ

スト試算結果 等 

○ その他ＬＲＩＣモデルの見直しについて 

・電力設備等の経済的耐用年数の検討 等 

○ モデル検討ワーキンググループ取りまとめ（案）に

ついて 

  

111



 

 
 

参考資料６ 

 

長期増分費用モデル研究会 

モデル検討ワーキンググループ 

サブワーキンググループ 開催状況 

 

開催日時 主な検討内容 

第１回 

平成２８年１２月２０日 

○ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直しについて 

・ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのネットワーク構成や音声品質確

保の検討 等 

○ その他ＬＲＩＣモデルの見直しについて 

・電力設備等の経済的耐用年数の検討 等 

第２回 

平成２９年１月１３日 

○ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直しについて 

・ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのネットワーク構成や音声品質確

保の検討 等 

○ その他ＬＲＩＣモデルの見直しについて 

・電力設備等の経済的耐用年数の検討 等 

第３回 

平成２９年１月３１日 

○ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直しについて 

・ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのネットワーク構成や音声品質確

保の検討 等 

第４回 

平成２９年３月８日 

○ ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの見直しについて 

・ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのネットワーク構成の検討 等 
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参考資料７ 

 

長期増分費用モデルの見直しに関する提案 

 

 

 

 

 
 

・ＫＤＤＩ株式会社 提案資料 

 

・ソフトバンク株式会社 提案資料 

 

・東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社 提案資料 
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